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労
働
政
策
研
究
・
研
修
機
構
は
三
月
八
日
、

東
京
で
「
有
期
労
働
契
約
の
国
際
比
較
」
を

テ
ー
マ
に
労
働
政
策
フ
ォ
ー
ラ
ム
を
開
催
、

イ
ギ
リ
ス
、
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
、
ド
イ
ツ
、
フ

ラ
ン
ス
の
労
働
法
研
究
者
か
ら
各
国
の
有
期

労
働
契
約
法
制
の
現
状
に
つ
い
て
報
告
し
て

も
ら
っ
た
。

　

非
正
規
雇
用
、
有
期
契
約
労
働
者
の
問
題

は
日
本
の
み
な
ら
ず
、
世
界
中
の
労
働
法
制

や
労
働
市
場
政
策
に
お
い
て
重
要
な
テ
ー
マ

と
な
っ
て
い
る
。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
Ｅ
Ｕ
加
盟

国
に
お
い
て
は
、
九
九
年
に
Ｅ
Ｕ
有
期
雇
用

指
令
が
出
さ
れ
て
以
降
、
有
期
契
約
労
働
者

と
無
期
（
期
間
に
定
め
の
な
い
）
契
約
労
働

者
の
差
別
禁
止
や
有
期
契
約
の
濫
用
防
止
の

た
め
に
国
内
法
を
整
備
し
て
き
た
。
Ｅ
Ｕ
指

令
に
よ
る
と
、
差
別
禁
止
（
有
期
契
約
で
あ

る
こ
と
を
理
由
と
し
た
不
利
益
取
扱
い
の
禁

止
）
は
、
全
Ｅ
Ｕ
加
盟
国
に
義
務
づ
け
ら
れ

て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
濫
用
防
止
措
置

に
つ
い
て
は
、
①
有
期
契
約
を
締
結
し
て
よ

い
事
由
を
定
め
て
、
そ
れ
以
外
の
場
合
に
有

期
契
約
を
認
め
な
い
締
結
事
由
規
制
、
②
有

期
契
約
を
利
用
し
て
よ
い
最
長
期
間
に
関
す

る
利
用
可
能
期
間
規
制
、
③
有
期
契
約
の
更

新
回
数
規
制
、
の
三
つ
の
措
置
の
う
ち
一
つ

以
上
の
措
置
を
採
れ
ば
よ
い
。
そ
の
結
果
、

濫
用
防
止
措
置
に
つ
い
て
は
、
加
盟
国
に

よ
っ
て
規
制
に
大
き
な
違
い
が
見
ら
れ
る
。

　

日
本
で
は
、
有
期
契
約
労
働
者
と
無
期
契

約
労
働
者
（
正
社
員
）
の
労
働
条
件
格
差
は

大
き
な
社
会
問
題
と
な
っ
て
い
る
が
、
日
本

法
に
は
有
期
契
約
労
働
者
の
不
利
益
取
扱
い

に
関
す
る
規
制
は
な
い
。
他
方
、
有
期
労
働

契
約
の
濫
用
的
使
用
に
つ
い
て
は
、
法
律
上

の
規
制
は
な
い
が
、
判
例
法
理
に
よ
っ
て
、

解
雇
権
濫
用
法
理
を
類
推
適
用
す
る
「
雇
止

め
法
理
」
が
形
成
さ
れ
一
定
の
保
護
を
及
ぼ

し
て
い
る
。
し
か
し
、
雇
止
め
法
理
は
判
例

法
理
に
と
ど
ま
り
、
ま
た
、
そ
の
適
用
基
準

は
明
確
で
は
な
い
と
い
う
問
題
点
も
指
摘
さ

れ
て
い
る
。
現
在
、
厚
生
労
働
省
で
は
「
有

期
労
働
契
約
研
究
会
」（
座
長
＝
鎌
田
耕
一
東

洋
大
学
教
授
）
で
、
今
後
の
有
期
契
約
規
制

の
あ
り
方
に
つ
い
て
、
精
力
的
な
検
討
が
行

わ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

　

そ
こ
で
、
こ
の
フ
ォ
ー
ラ
ム
で
は
Ｅ
Ｕ
指

令
の
下
で
そ
れ
ぞ
れ
異
な
っ
た
有
期
契
約
規

制
を
採
用
し
て
い
る
イ
ギ
リ
ス
、
ス
ウ
ェ
ー

デ
ン
、
ド
イ
ツ
、
フ
ラ
ン
ス
の
四
カ
国
の
研

究
者
に
、
各
国
の
有
期
労
働
契
約
の
利
用
実

態
、
有
期
労
働
契
約
規
制
の
歴
史
的
展
開
、

現
在
の
規
制
内
容
、
有
期
労
働
契
約
規
制
の

労
働
市
場
に
与
え
る
影
響
、
今
後
の
規
制
の

展
望
な
ど
に
つ
い
て
報
告
を
お
願
い
し
、

コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
ー
の
荒
木
尚
志
・
東
京
大

学
教
授
に
討
議
内
容
を
と
り
ま
と
め
て
も

ら
っ
た
。 

（
国
際
研
究
部
）

―最近の動向と課題―
欧州における非正規・有期雇用

労
働
政
策
フ
ォ
ー
ラ
ム

国
際
比
較
：

有
期
労
働
契
約
の
法
制
度

イ
ギ
リ
ス
、
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
、
ド
イ
ツ
、
フ
ラ
ン
ス
の
実
情

　派遣やパートタイム、有期契約労働者などの増加に伴い、非正規雇用の問題は、各国の労働法制や労
働市場政策において重要なテーマとなっている。わが国では急速に非正規労働者が増加するなか、労働
条件や解雇規制などの点について正規労働者との格差が問題となっており、有期労働契約に関する法律
制度は大きな転換点を迎えているといえる。今号の特集では、欧州の動向を中心に、国際比較の観点か
ら現状把握とともに課題を探る。
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統
計
上
正
確
な
把
握
が
困
難
な
有

期
契
約

　

最
近
ま
で
、
イ
ギ
リ
ス
で
は
有
期
労
働
あ

る
い
は
有
期
契
約
に
つ
い
て
法
律
上
の
定
義

が
な
か
っ
た
。
こ
の
た
め
有
期
労
働
に
関
し

て
、
文
献
も
、
統
計
的
な
調
査
も
正
確
性
を

欠
い
て
い
た
。
そ
こ
で
最
初
に
、
有
期
労
働

と
は
何
を
意
味
す
る
か
に
つ
い
て
述
べ
た
い
。

　

有
期
労
働
と
は
、
あ
る
個
人
が
あ
る
特
定

の
期
間
、
雇
用
契
約
の
も
と
で
雇
用
さ
れ
る

こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
が
通
常
の
有
期
労
働
の

定
義
だ
。
こ
の
定
義
の
中
に
は
、
季
節
労
働

者
、
誰
か
の
不
在
時
に
短
期
的
に
不
在
を
カ

バ
ー
す
る
た
め
に
雇
わ
れ
る
者
、
契
約
で
雇

わ
れ
一
定
期
間
が
過
ぎ
れ
ば
契
約
が
更
新
さ

れ
る
者
も
入
る
。

　

労
働
力
調
査
で
は
、
臨
時
労
働
、
非
典
型

雇
用
に
つ
い
て
の
調
査
を
行
っ
て
い
る
。
臨

時
労
働
に
は
有
期
労
働
も
含
ま
れ
て
い
る
。

調
査
結
果
で
は
有
期
労
働
の
比
率
は
少
な
い
。

し
か
し
、
こ
の
調
査
結
果
は
あ
ま
り
正
確
で

は
な
い
。

　

八
四
年
に
は
、
労
働
力
の
五
％
が
臨
時
労

働
で
あ
っ
た
。
臨
時
労
働
は
九
〇
年
代
に
は

増
加
し
、
九
七
年
に
は
全
労
働
力
の
八
％
を

占
め
る
に
い
た
っ
た
。
こ
の
八
％
の
う
ち
半

数
は
有
期
契
約
で
雇
用
さ
れ
て
い
た
。
し
か

し
、
九
七
年
以
降
、
臨
時
労
働
は
減
少
し
、

二
〇
〇
七
年
に
は
六
％
と
な
っ
た
。
こ
の
う

ち
四
四
・
一
％
が
有
期
契
約
労
働
者
で
あ
っ

た
。

　

こ
の
労
働
力
調
査
の
有
期
労
働
の

定
義
に
は
問
題
が
あ
る
。
調
査
に
回

答
し
た
労
働
者
自
身
、
自
分
を
有
期

労
働
者
と
定
義
し
て
い
る
場
合
と
、

そ
う
で
な
い
場
合
が
あ
る
。
実
際
に

か
な
り
の
有
期
契
約
労
働
者
が
自
分

を
パ
ー
マ
ネ
ン
ト
（
無
期
雇
用
）
と

称
し
て
い
た
こ
と
が
分
か
っ
た
。
雇

用
契
約
は
有
期
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、

契
約
が
更
新
さ
れ
る
の
で
、
自
分
は

無
期
雇
用
労
働
者
だ
と
考
え
て
い
る

わ
け
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
実
際

に
は
非
典
型
雇
用
の
比
率
が
全
労
働
力
の
一

〇
％
を
占
め
て
い
る
可
能
性
も
あ
る
と
い
わ

れ
る
。

有
期
契
約
と
労
働
市
場
の
特
徴

　

有
期
労
働
で
働
い
て
い
る
男
性
の
比
率
は
、

女
性
よ
り
低
い
。
臨
時
雇
用
の
中
で
男
性
は

四
一
・
六
％
、
女
性
は
四
六
・
一
％
が
有
期

雇
用
で
あ
る
。
女
性
の
有
期
労
働
者
は
公
務

員
や
、
教
育
、
医
療
な
ど
に
従
事
し
て
い
る
。

男
性
の
場
合
は
、
建
設
業
や
製
造
業
な
ど
で

働
い
て
い
る
。

　

有
期
契
約
は
、
黒
人
や
ア
ジ
ア
系
の
マ
イ

ノ
リ
テ
ィ
ー
に
、
よ
り
一
般
的
に
み
ら
れ
る
。

全
体
と
し
て
、
有
期
契
約
労
働
者
の
大
半
は
、

下
級
管
理
職
か
、
専
門
職
で
あ
る
と
い
え
よ

う
。
有
期
契
約
が
拡
大
し
て
い
る
の
は
、
医

療
、
教
育
部
門
で
あ
る
。

　

有
期
労
働
者
の
場
合
、
無
期
契
約
労
働
者

と
比
較
し
て
、
賃
金
が
低
い
、
年
金
に
加
入

で
き
な
い
、
病
欠
時
に
賃
金
が
支
払
わ
れ
な

い
、
雇
用
の
不
安
定
な
ど
の
不
利
益
な
点
が

あ
る
。
ま
た
、
教
育
訓
練
も
限
定
さ
れ
て
い

る
ケ
ー
ス
が
多
い
。

　

こ
う
し
た
不
利
益
に
つ
い
て
、
有
期
労
働

者
の
中
で
バ
ラ
ツ
キ
が
み
ら
れ
る
。
不
利
益

の
程
度
は
、
雇
用
形
態
、
勤
続
年
数
、
職
業

に
よ
っ
て
異
な
る
。
例
え
ば
、
有
期
契
約
の

専
門
職
の
賃
金
は
、
季
節
労
働
者
と
比
べ
て

か
な
り
高
い
。
し
か
し
、
教
育
訓
練
、
職
場

協
議
な
ど
へ
の
ア
ク
セ
ス
の
機
会
は
、
有
期

契
約
の
専
門
職
に
は
な
い
。

有
期
労
働
立
法
の
経
緯

　

以
下
で
は
、
有
期
労
働
の
こ
れ
ま
で
の
主

な
規
制
の
経
緯
を
振
り
返
り
た
い
。

　

九
九
年
の
Ｅ
Ｕ
指
令
が
実
施
さ
れ
る
前
の

イ
ギ
リ
ス
の
状
況
は
、
あ
る
意
味
で
日
本
と

似
て
い
る
。
イ
ギ
リ
ス
で
は
伝
統
的
に
規
制

の
手
段
が
団
体
交
渉
に
依
存
し
て
い
た
た
め

に
、
非
典
型
労
働
者
は
疎
外
さ
れ
て
い
た
。

非
典
型
労
働
者
は
、
ほ
と
ん
ど
が
組
合
に
加

入
し
て
い
な
い
か
ら
で
あ
る
。

　

コ
モ
ン
ロ
ー
、
判
例
法
、
あ
る
い
は
制
定

法
で
も
、
有
期
契
約
の
期
間
に
対
し
て
上
限
、

下
限
を
設
け
て
い
な
か
っ
た
。
ま
た
、
法
的

に
有
期
契
約
を
連
続
し
て
使
用
す
る
回
数
を

制
限
す
る
規
制
も
み
ら
れ
な
か
っ
た
。

　

有
期
労
働
の
概
念
が
法
的
、
政
治
的
な
議

論
に
な
っ
て
き
た
の
は
、
七
一
年
に
不
公
正

解
雇
法
が
導
入
さ
れ
た
結
果
で
あ
る
。
こ
の

法
律
に
よ
っ
て
、
有
期
契
約
の
更
新
を
し
な

い
と
解
雇
と
み
な
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た

（
編
集
注
＝
イ
ギ
リ
ス
法
は
、
期
間
満
了
に

よ
る
契
約
終
了
を
解
雇
と
み
な
し
て
解
雇
規

制
に
服
さ
せ
る
ユ
ニ
ー
ク
な
法
制
を
採
用
し

イ
ギ
リ
ス
の
有
期
労
働
契
約
規
制

●
待
遇
改
善
を
図
り
つ
つ
有
期
労
働
の
活
用
促
進
●

ケ
ン
ブ
リ
ッ
ジ
大
学
リ
サ
ー
チ
フ
ェ
ロ
ー　

ア
リ
ス
テ
ア
・
ク
キ
ア
ダ
ー
キ　

クキアダーキ氏
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て
い
る
）。
こ
れ
は
有
期
雇
用
契
約
労
働
者

に
と
っ
て
、
重
要
な
労
働
立
法
上
の
変
更
で

あ
っ
た
。

　

し
か
し
、
こ
の
変
更
を
補
う
た
め
に
、
不

当
解
雇
や
剰
員
整
理
手
当
の
権
利
に
関
す
る

「
待
機
期
間
」
が
設
け
ら
れ
た
。
そ
の
結
果
、

有
期
契
約
労
働
者
が
、
剰
員
整
理
あ
る
い
は

不
当
解
雇
に
関
す
る
権
利
を
行
使
す
る
た
め

に
必
要
な
勤
続
年
数
（
雇
用
の
「
継
続
」）

を
確
保
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
っ
た
。

　

ま
た
、
有
期
契
約
労
働
者
は
、
不
公
正
解

雇
や
剰
員
整
理
手
当
に
つ
い
て
の
権
利
を
、

契
約
期
間
が
二
年
以
上
の
場
合
に
は
放
棄
す

る
こ
と
も
可
能
と
な
っ
た
。
九
九
年
の
雇
用

権
法
に
よ
っ
て
、
こ
の
放
棄
は
、
不
公
正
解

雇
に
つ
い
て
は
廃
止
さ
れ
た
が
、
剰
員
整
理

手
当
に
つ
い
て
は
維
持
さ
れ
た
。

　

し
か
し
、
明
る
い
面
も
み
ら
れ
た
。
有
期

契
約
労
働
者
は
、
差
別
禁
止
に
関
し
て
一
定

の
保
護
を
受
け
る
よ
う
に
な
っ
た
。
ま
た
、

最
低
賃
金
、
労
働
時
間
、
人
権
に
つ
い
て
も

保
護
を
受
け
る
よ
う
に
な
っ
た
。
こ
れ
は
、

イ
ギ
リ
ス
の
労
働
法
の
中
で
、
労
働
者
に
関

す
る
定
義
を
拡
大
し
た
結
果
で
あ
る
。

Ｅ
Ｕ
指
令
に
基
づ
く
規
則

　

こ
う
し
た
状
況
の
中
で
、

九
九
年
に
Ｅ
Ｕ
指
令
が
採
択

さ
れ
た
。
Ｅ
Ｕ
指
令
の
重
要

な
点
は
、
①
有
期
契
約
労
働

の
質
を
高
め
る
、
②
濫
用
を

防
止
す
る
、
と
の
二
つ
の
目

的
を
打
ち
出
し
た
こ
と
で
あ

る
。
Ｅ
Ｕ
指
令
は
「
常
用
労

働
が
原
則
で
あ
る
」
と
は
規

定
し
て
い
な
い
が
、
有
期
契

約
に
関
し
て
、
使
用
者
あ
る

い
は
労
働
者
の
ニ
ー
ズ
に
応

え
る
こ
と
も
あ
る
と
い
っ
て

い
る
。

　

イ
ギ
リ
ス
は
Ｅ
Ｕ
指
令
が

採
択
さ
れ
た
時
点
で
は
、
有

期
契
約
労
働
者
が
最
も
少
な

い
国
の
一
つ
で
あ
っ
た
。

　

Ｅ
Ｕ
指
令
に
対
応
し
て
イ

ギ
リ
ス
で
は
、「
有
期
契
約
被

用
者
規
則
」
が
二
〇
〇
二
年

に
採
択
、
施
行
さ
れ
た
。
Ｅ

Ｕ
指
令
で
は
明
確
に
「
す
べ

て
の
労
働
者
に
適
用
さ
れ

る
」
と
定
め
て
い
る
が
、
イ

ギ
リ
ス
の
規
則
で
は「
被
用
者（em

ployee

）

に
の
み
適
用
さ
れ
る
」
と
定
め
て
い
る
。
イ

ギ
リ
ス
の
規
則
で
は
、
派
遣
労
働
者
、
軍
人
、

訓
練
生
、
訓
練
契
約
を
し
て
い
る
者
な
ど
は

適
用
対
象
外
と
さ
れ
た
。
す
な
わ
ち
、
イ
ギ

リ
ス
の
規
則
は
Ｅ
Ｕ
指
令
と
合
致
し
て
い
な

い
こ
と
が
特
徴
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
に
イ
ギ
リ
ス
の
規
則
は
、
Ｅ
Ｕ

指
令
と
比
較
し
て
適
用
労
働
者
の
範
囲
を
狭

く
規
定
し
た
が
、
一
方
で
は
こ
の
規
則
は
従

来
よ
り
も
適
用
労
働
者
の
範
囲
を
か
な
り
広

く
定
義
し
た
と
い
っ
て
い
い
。
例
え
ば
、
あ

る
特
定
の
こ
と
が
発
生
し
た
か
発
生
し
て
い

な
い
か
に
よ
っ
て
、
契
約
更
新
を
す
る
か
否

か
を
決
め
る
場
合
、
更
新
し
な
け
れ
ば
解
雇

と
み
な
す
と
規
定
し
て
い
る
。

　

ま
た
、
こ
の
規
制
に
よ
っ
て
、
先
に
述
べ

た
有
期
契
約
労
働
者
の
「
剰
員
整
理
手
当
の

放
棄
」
と
い
う
オ
プ
シ
ョ
ン
は
廃
止
さ
れ
た
。

と
は
い
え
、
剰
員
整
理
手
当
に
関
す
る
二
年

間
の
「
待
機
期
間
」
は
残
さ
れ
て
い
る
。
こ

の
た
め
有
期
契
約
労
働
者
は
人
員
整
理
さ
れ

た
場
合
、
剰
員
整
理
補
償
手
当
を
請
求
す
る

た
め
に
は
二
年
間
勤
務
を
継
続
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。
多
く
の
場
合
、
こ
れ
に
よ
っ
て

補
償
手
当
の
請
求
は
か
な
り
限
定
さ
れ
て
し

ま
う
と
い
わ
ざ
る
を
得
な
い
。

「
有
期
契
約
被
用
者
規
則
」
の
問

題
点

　
「
有
期
契
約
被
用
者
規
則
」
が
定
め
る
主

な
権
利
は
、
Ｅ
Ｕ
指
令
に
し
た
が
っ
て
い
る
。

こ
の
た
め
イ
ギ
リ
ス
の
規
則
で
も
、
あ
る
特

定
の
条
件
さ
え
満
た
せ
ば
、
使
用
者
は
無
期

契
約
と
同
じ
権
利
を
労
働
者
に
提
供
す
る
こ

と
に
な
る
。
例
え
ば
、
継
続
さ
れ
た
有
期
契

約
で
、
継
続
し
て
あ
る
労
働
者
が
雇
用
さ
れ

る
、
そ
し
て
四
年
以
上
雇
用
が
継
続
し
た
場

合
、
こ
の
契
約
を
制
限
し
て
い
る
期
間
は
無

効
に
な
る
。
具
体
的
に
は
、
四
年
の
雇
用
契

約
が
最
初
に
締
結
さ
れ
た
日
、
あ
る
い
は
直

近
の
契
約
更
新
の
日
か
ら
、
期
間
の
定
め
は

無
効
に
な
る
。

　
「
有
期
契
約
被
用
者
規
則
」
の
中
に
具
体

的
規
定
が
あ
る
わ
け
で
は
な
い
が
、
有
期
契

約
が
客
観
的
理
由
に
よ
っ
て
締
結
さ
れ
て
い

る
場
合
は
、
有
期
契
約
を
無
期
契
約
に
変
更

し
な
い
こ
と
が
で
き
る
。
有
期
雇
用
期
間
が

四
年
を
過
ぎ
た
と
し
て
も
で
あ
る
。
た
だ
問

題
は
「
有
期
契
約
被
用
者
規
則
」
の
中
で
、

客
観
的
理
由
の
解
釈
が
明
確
で
な
い
点
で
あ

る
。
そ
こ
で
、
客
観
的
理
由
の
解
釈
は
裁
判

所
が
下
す
こ
と
に
な
る
。

　

こ
の
客
観
的
理
由
の
解
釈
が
、「
ボ
ー
ル
対

ア
バ
デ
ィ
ー
ン
大
学
」
事
件
の
裁
判
で
問
題

と
な
っ
た
。
ア
ン
ド
ル
ー
・
ボ
ー
ル
博
士
は

有
期
契
約
で
雇
用
さ
れ
た
研
究
者
で
あ
る
。

ボ
ー
ル
博
士
は
、
三
回
連
続
し
て
有
期
契
約

を
更
新
さ
れ
て
い
た
。
こ
れ
に
よ
り
九
年
以

上
に
わ
た
っ
て
雇
用
さ
れ
て
い
た
こ
と
に
な

る
。

　

問
題
の
焦
点
は
、
ボ
ー
ル
博
士
に
有
期
契

約
を
無
期
契
約
に
転
換
す
る
権
利
が
あ
る
か

否
か
で
あ
っ
た
。
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
の
裁
判

所
で
は
、
欧
州
司
法
裁
判
所
に
お
け
る
判
断

と
照
ら
し
合
わ
せ
て
、「
外
部
か
ら
の
資
金
提

供
に
よ
る
雇
用
で
あ
っ
た
こ
と
が
、
直
ち
に

有
期
雇
用
を
正
当
化
す
る
わ
け
で
は
な
い
」

と
判
断
し
た
。

　

高
等
教
育
分
野
に
お
い
て
、「
ボ
ー
ル
対
ア

バ
デ
ィ
ー
ン
大
学
」
事
件
の
判
例
は
大
変
重

要
に
な
っ
て
い
る
。
イ
ギ
リ
ス
の
教
育
分
野

で
は
現
在
、
外
部
か
ら
の
資
金
提
供
が
重
要

に
な
っ
て
い
る
が
、
こ
の
資
金
提
供
を
理
由

に
使
用
者
が
有
期
雇
用
を
利
用
す
る
こ
と
が

で
き
な
く
な
っ
た
。
以
前
は
、
学
校
の
教
員



特集―欧州における非正規・有期雇用

Business Labor Trend 2010.6

5

に
つ
い
て
は
九
年
間
を
上
限
に
有
期
雇
用
を

利
用
で
き
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た
が
、
二
〇

〇
九
年
か
ら
「
外
部
か
ら
の
資
金
提
供
」
を

客
観
的
理
由
と
し
て
使
う
こ
と
は
で
き
な
く

な
っ
た
。

　
「
有
期
契
約
被
用
者
規
則
」（
八
条
五
項
）

が
定
め
て
い
る
「
無
期
契
約
へ
の
転
換
に
必

要
な
期
間
」
や
「
有
期
契
約
を
正
当
化
す
る

客
観
的
理
由
」
を
、
労
使
協
定
あ
る
い
は
労

働
協
約
に
よ
っ
て
変
更
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

協
約
に
よ
っ
て
、
よ
り
低
い
基
準
を
設
定
し

た
り
、
よ
り
高
い
基
準
を
設
定
す
る
こ
と
が

で
き
る
。

均
等
待
遇

　

Ｅ
Ｕ
指
令
に
は
均
等
待
遇
の
規
定
が
あ
る
。

有
期
契
約
労
働
者
を
無
期
契
約
労
働
者
と
比

較
し
て
不
利
に
取
り
扱
っ
て
は
な
ら
な
い
と

の
規
定
で
あ
る
。
こ
れ
を
実
現
す
る
た
め
に

は
多
く
の
障
害
が
あ
る
。
不
利
益
で
あ
る
か

否
か
は
、
労
働
者
に
し
か
分
か
ら
な
い
。
仮

説
的
な
比
較
が
で
き
な
い
と
い
う
限
界
が
あ

る
と
い
わ
ざ
る
を
得
な
い
。

　
「
有
期
契
約
被
用
者
規
則
」
は
こ
の
点
に

つ
い
て
、
か
な
り
批
判
を
受
け
て
い
る
。
規

則
は
、
比
較
可
能
な
無
期
契
約
労
働
者
を
、

同
一
の
使
用
者
に
雇
用
さ
れ
、
同
一
の
ま
た

は
類
似
の
労
働
に
従
事
し
て
お
り
、
同
一
の

事
業
所
で
あ
る
場
合
に
の
み
認
め
ら
れ
る
と

定
め
て
い
る
。
こ
の
規
定
に
し
た
が
う
と
、

有
期
契
約
労
働
者
が
、
均
等
待
遇
を
受
け
て

い
な
い
こ
と
を
証
明
す
る
た
め
に
、
比
較
対

象
と
な
る
無
期
契
約
労
働
者
を
探
す
こ
と
は

極
め
て
難
し
い
、
と
の
批
判
で
あ
る
。

　

さ
ら
に
、「
有
期
契
約
被
用

者
規
則
」
で
は
、
使
用
者
は
、

客
観
的
理
由
に
よ
っ
て
処
遇

の
不
平
等
を
正
当
化
す
る
こ

と
が
で
き
る
と
定
め
て
い
る
。

使
用
者
は
、
特
定
の
理
由
が

あ
れ
ば
有
期
労
働
者
を
不
利

益
な
状
態
に
置
く
こ
と
が
認

め
ら
れ
る
。
複
雑
な
こ
と
に
、

場
合
に
よ
っ
て
は
、
有
期
契

約
労
働
者
の
待
遇
が
無
期
契

約
労
働
者
よ
り
も
高
い
水
準

と
な
っ
て
い
る
場
合
が
あ
る
。

Ｅ
Ｕ
指
令
の
影
響

　

Ｅ
Ｕ
指
令
は
、
イ
ギ
リ
ス

の
労
働
法
に
対
し
て
重
要
な

影
響
を
及
ぼ
し
て
い
る
。
Ｅ

Ｕ
指
令
に
よ
っ
て
、
均
等
処

遇
の
原
則
が
取
り
入
れ
ら
れ
、

有
期
契
約
を
ど
れ
だ
け
継
続

で
き
る
の
か
が
決
ま
っ
て
き
た
。
し
か
し
、

イ
ギ
リ
ス
の
国
内
法
が
果
た
し
て
Ｅ
Ｕ
指
令

と
本
当
に
合
致
し
て
い
る
か
と
い
え
ば
、
ま

だ
疑
問
が
残
る
。
最
近
で
は
、
使
用
者
は
、

客
観
的
理
由
で
有
期
雇
用
を
継
続
、
更
新
す

る
場
合
に
は
、
厳
密
に
審
査
さ
れ
る
こ
と
に

な
っ
て
い
る
。

　

と
は
い
え
、
こ
こ
で
強
調
し
た
い
こ
と
は
、

Ｅ
Ｕ
指
令
に
基
づ
く
規
則
は
、
非
典
型
労
働

者
の
待
遇
の
改
善
に
結
び
つ
い
て
い
る
こ
と

で
あ
る
。
イ
ギ
リ
ス
政
府
は
、
有
期
雇
用
契

約
の
待
遇
改
善
を
図
り
つ
つ
雇
用
シ
ス
テ
ム

に
柔
軟
性
を
も
た
ら
す
有
期
契
約
の
利
用
促

進
を
図
っ
て
い
る
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

〈
プ
ロ
フ
ィ
ー
ル
〉

ア
リ
ス
テ
ア
・
ク
キ
ア
ダ
ー
キ
／
ケ
ン
ブ

リ
ッ
ジ
大
学
リ
サ
ー
チ
フ
ェ
ロ
ー

二
〇
〇
〇
年
ト
ラ
キ
ア
・
デ
モ
ク
リ
ト
ス

大
学
（
ギ
リ
シ
ャ
）
法
学
部
卒
業
後
、
二

〇
〇
二
年
マ
ン
チ
ェ
ス
タ
ー
大
学
の
国
際

商
法
法
学
修
士
取
得
、
ワ
ー
ウ
ィ
ッ
ク
大

学P
hD

. 

リ
サ
ー
チ
ャ
ー
な
ど
を
経
て
、

二
〇
〇
六
年
よ
り
現
職
。

最
近
の
著
書
は
、"The Establishm

ent 
and O

peration of Inform
ation and 

C
onsultation A

rrangem
ents in a 

C
apability-B

ased Fram
ew

ork", 
E
c
o
n
o
m
ic
 a

n
d
 In

d
u
s
tria

l 
D
em

ocracy, 2
010

（
近
刊
）、"C

ase 
Law

 D
evelopm

ents in the A
rea of 

Fixed-Term
 W

ork", Industrial Law
 

Journa(2
0
0
9
)

な
ど
。
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有
期
雇
用
は
増
加
傾
向

　

ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
に
お
い
て
、
有
期
雇
用
は

増
加
傾
向
に
あ
る
。
九
〇
年
に
有
期
雇
用
契

約
労
働
者
は
一
〇
％
で
あ
っ
た
が
、
二
〇
〇

八
年
に
は
一
六
・
一
％
へ
と
増
加
し
て
い
る
。

Ｅ
Ｕ
一
五
カ
国
の
平
均
は
、
二
〇
〇
八
年
は

一
四
・
一
％
で
あ
っ
た
。
有
期
雇
用
は
製
造

業
よ
り
も
、
サ
ー
ビ
ス
業
に
お
い
て
、
よ
り

一
般
的
で
あ
る
。
ま
た
、
男
性
よ
り
も
女
性
、

中
高
年
よ
り
も
若
年
層
に
多
い
。

　

組
合
組
織
率
は
、
有
期
雇
用
で
は
低
く
、

約
五
〇
％
で
あ
る
。
こ
れ
は
他
の
国
に
お
い

て
は
高
い
組
織
率
と
い
え
よ
う
が
、
ス

ウ
ェ
ー
デ
ン
で
は
高
い
と
は
み
な
さ
れ
て
い

な
い
。

労
使
関
係
、
労
働
法
の
特
徴

　

有
期
雇
用
の
規
制
に
つ
い
て
説
明
す
る
前

に
、
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
の
労
使
関
係
、
労
働
法

の
特
徴
に
つ
い
て
説
明
す
る
。

　

労
使
関
係
制
度
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
柱
か
ら

な
っ
て
い
る
。
自
主
規
制
、
独
立
し
た
団
体

交
渉
、
ソ
ー
シ
ャ
ル
・
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ

な
ど
で
あ
る
。
労
働
条
件
、
雇
用
条
件
は
通

常
、
団
体
交
渉
で
合
意
し
た
労
働
協
約
で
決

め
ら
れ
る
。
団
体
交
渉
は
、
共
同
決
定
、
労

使
協
議
、
多
様
な
情
報
提
供
な
ど
の
仕
組
み

に
よ
っ
て
補
強
さ
れ
て
い
る
。

　

組
合
組
織
率
は
現
在
七
〇
〜
七
五
％
で
、

全
国
労
働
協
約
の
適
用
率
は
九
〇
％
で
あ
る
。

他
の
国
と
比
較
し
て
組
織
率
は
非
常
に
高
い

と
い
え
る
。

　

だ
が
九
〇
年
以
降
、
労
働
法
が
強

化
さ
れ
、
労
働
法
に
よ
っ
て
重
要
な

労
働
条
件
の
か
な
り
の
部
分
が
カ

バ
ー
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
き
て
い

る
。
九
五
年
に
Ｅ
Ｕ
に
加
盟
し
た
こ

と
で
、
こ
の
傾
向
は
さ
ら
に
強
ま
っ

て
い
る
。

　

特
徴
的
な
こ
と
は
、
ス
ウ
ェ
ー
デ

ン
で
は
ほ
と
ん
ど
の
労
働
法
の
規
制

が
「
準
強
行
的
」
な
も
の
で
あ
る
こ

と
だ
。
す
な
わ
ち
、
労
働
協
約
で
労

働
法
の
規
制
か
ら
逸
脱
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

労
働
法
の
規
制
を
企
業
や
産
業
の
ニ
ー
ズ
に

応
じ
て
柔
軟
に
修
正
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

こ
の
こ
と
は
労
働
者
に
と
っ
て
利
益
に
な
る

こ
と
も
あ
れ
ば
、
不
利
益
に
な
る
こ
と
も
あ

る
。

　

ま
た
、
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
の
労
働
法
の
特
徴

は
、
労
働
者
の
概
念
が
非
常
に
広
い
こ
と
で

あ
る
。
あ
ら
ゆ
る
種
類
の
非
典
型
雇
用
者
が

含
ま
れ
る
。
有
期
雇
用
契
約
労
働
者
も
含
ま

れ
る
。

　

伝
統
的
に
均
等
待
遇
が
さ
ま
ざ
ま
な
カ
テ

ゴ
リ
ー
の
労
働
者
に
提
供
さ
れ
て
い
る
。
こ

れ
は
法
的
な
規
制
に
お
い
て
も
、
ま
た
団
体

交
渉
の
結
果
に
お
い
て
も
、
同
様
で
あ
る
。

ブ
ル
ー
カ
ラ
ー
・
ホ
ワ
イ
ト
カ
ラ
ー
に
お
い

て
も
均
等
待
遇
だ
と
す
る
。
公
共
部
門
、
民

間
部
門
、
ま
た
有
期
、
無
期
労
働
者
、
ど
ち

ら
に
も
均
等
待
遇
が
提
供
さ
れ
て
い
る
。

雇
用
保
護
法
に
よ
る
有
期
労
働
規
制

　

有
期
雇
用
契
約
の
規
制
に
つ
い
て
は
、
イ

ギ
リ
ス
と
同
様
に
、
七
四
年
に
雇
用
保
護
法

が
制
定
さ
れ
て
以
来
、
重
要
な
問
題
と
な
っ

て
き
た
。
同
法
制
定
に
よ
り
、
解
雇
に
関
す

る
保
護
が
設
け
ら
れ
、
そ
の
関
連
で
有
期
雇

用
契
約
に
関
し
て
も
規
制
を
行
う
必
要
性
が

生
じ
た
。

　

ま
ず
、
使
用
者
の
権
利
、
つ
ま
り
採
用
の

自
由
と
い
う
論
点
が
あ
る
。
差
別
禁
止
、
憲

法
の
原
則
な
ど
は
あ
る
け
れ
ど
も
、
ま
ず
採

用
の
自
由
が
出
発
点
で
あ
る
。

　

七
四
年
の
雇
用
保
護
法
で
幾
つ
か
の
原
則

が
提
示
さ
れ
、
そ
れ
ら
は
現
在
も
適
用
さ
れ

て
い
る
。
ま
ず
、無
期
雇
用
契
約
労
働
者（
常

用
労
働
者
）
と
有
期
雇
用
契
約
労
働
者
を
区

別
し
て
い
る
。

　

無
期
雇
用
契
約
と
は
、
期
間
に
定
め
の
な

い
契
約
に
基
づ
く
雇
用
で
あ
り
、
契
約
が
終

了
す
る
の
は
解
雇
の
場
合
の
み
だ
。
解
雇
に

は
正
当
な
理
由
が
必
要
と
な
る
。
ま
た
、
雇

用
保
護
法
で
は
、
使
用
者
は
正
当
な
理
由
を

示
す
だ
け
で
は
な
く
、
労
働
組
合
と
の
交
渉

に
よ
り
、
解
雇
し
た
労
働
者
に
対
し
て
代
替

的
な
仕
事
、
あ
る
い
は
再
雇
用
な
ど
を
提
供

す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
て
い
る
。

　

有
期
契
約
は
、
一
定
期
間
の
契
約
で
あ
り
、

契
約
は
合
意
さ
れ
た
期
間
が
満
了
し
た
と
き

に
終
了
す
る
。
こ
れ
は
解
雇
の
問
題
で
は
な

く
雇
用
保
護
法
に
抵
触
し
な
い
。
し
た
が
っ

て
、
イ
ギ
リ
ス
の
シ
ス
テ
ム
と
は
異
な
る
。

　

そ
し
て
、
雇
用
契
約
は
無
期
契
約
を
原
則

と
し
て
い
る
。
立
証
責
任
は
、
有
期
契
約
が

存
在
す
る
と
主
張
す
る
側
、
す
な
わ
ち
使
用

者
に
あ
る
。
有
期
契
約
が
許
可
さ
れ
る
の
は
、

合
意
さ
れ
た
場
合
お
よ
び
労
働
協
約
で
規
定

ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
の
有
期
労
働
契
約
の
法
制
度

●
煩
雑
化
し
た
入
口
規
制
か
ら
、
有
期
活
用
を
認
め
つ
つ
出
口
規
制
へ
●

ル
ン
ド
大
学
准
教
授　

ミ
ア
・
レ
ン
マ
ー　

ミア・レンマー氏
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さ
れ
た
場
合
だ
け
で
あ
る
。
有
期
契
約
に
関

し
て
の
法
律
は
「
準
強
行
的
」
で
あ
る
こ
と

か
ら
、
労
働
協
約
に
よ
っ
て
、
こ
れ
を
厳
し

く
も
緩
く
も
で
き
る
。

　

有
期
契
約
に
関
し
て
は
、
七
〇
年
代
か
ら

か
な
り
厳
し
い
規
制
を
採
っ
て
い
る
。
ま
ず
、

有
期
雇
用
契
約
を
締
結
で
き
る
条
件
を
、
明

確
な
期
限
、
期
間
、
特
定
の
季
節
、
特
定
の

業
務
・
仕
事
、
あ
る
い
は
特
定
の
不
在
労
働

者
の
代
替
で
あ
る
場
合
に
限
定
し
て
い
る
。

こ
れ
ら
の
条
件
は
非
常
に
狭
く
解
釈
す
る
こ

と
に
な
っ
て
い
る
。

　

と
は
い
え
、
有
期
雇
用
契
約
の
範
囲
は
、

そ
の
後
、
広
げ
ら
れ
て
い
る
。
例
え
ば
、
使

用
者
の
業
務
量
が
一
時
的
に
増
大
し
た
場
合
、

あ
る
い
は
試
用
の
た
め
の
雇
用
な
ど
に
拡
大

さ
れ
た
。
こ
う
し
た
適
用
範
囲
の
拡
大
は
、

雇
用
保
護
法
の
改
正
と
判
例
法
の
変
化
に

よ
っ
て
行
わ
れ
て
き
た
。

　

雇
用
保
護
法
の
制
定
以
来
、
裁
判
所
が
有

期
雇
用
契
約
に
関
す
る
事
件
を
取
り
扱
っ
て

き
た
。
裁
判
所
は
、
使
用
者
に
対
し
有
期
雇

用
契
約
を
締
結
す
る
チ
ャ
ン
ス
を
広
げ
て
き

た
と
い
え
る
。
こ
の
結
果
、
使
用
者
に
と
っ

て
有
期
雇
用
契
約
を
利
用
で
き
る
理
由
が
増

え
る
こ
と
に
な
っ
た
。

Ｅ
Ｕ
指
令
の
適
用

　

有
期
労
働
に
関
す
る
Ｅ
Ｕ
指
令
と
の
関
係

に
つ
い
て
述
べ
る
。
Ｅ
Ｕ
指
令
に
は
、
不
利

益
取
り
扱
い
の
禁
止
、
有
期
労
働
契
約
の
濫

用
防
止
措
置
の
二
つ
の
規
定
が
あ
る
。
こ
の

指
令
は
、
Ｅ
Ｕ
の
フ
レ
キ
シ
キ
ュ
リ
テ
ィ
の

議
論
を
基
礎
と
し
て
い
る
。
さ
ら
に
統
合
さ

れ
た
柔
軟
性
と
安
定
を
提
供
す
る
と
い
う
Ｅ

Ｕ
の
雇
用
戦
略
に
も
繋
が
っ
て
い
る
。
と
く

に
労
働
市
場
の
柔
軟
性
が
強
調
さ
れ
て
お
り
、

こ
れ
は
労
働
者
の
数
を
調
整
で
き
る
よ
う
に

す
る
と
の
考
え
方
で
あ
る
。

　

同
時
に
、
機
能
的
な
柔
軟
性
も
こ
れ
に

よ
っ
て
可
能
に
な
っ
て
く
る
。
Ｅ
Ｕ
の
フ
レ

キ
シ
キ
ュ
リ
テ
ィ
の
議
論
を
み
て
い
る
と
、

重
要
な
要
素
と
な
っ
て
い
る
の
は
、
柔
軟
な
、

信
頼
で
き
る
契
約
上
の
取
り
決
め
で
あ
る
。

こ
れ
に
よ
っ
て
労
働
市
場
の
セ
グ
メ
ン
ト
化

が
薄
れ
、
無
期
契
約
と
有
期
契
約
の
労
働
者

の
間
の
均
等
待
遇
が
強
調
さ
れ
る
よ
う
に

な
っ
た
。

　

こ
の
均
等
待
遇
の
原
則
に
関
し
て
は
、
非

常
に
重
要
な
、
根
本
的
な
特
徴
が
あ
る
こ
と

を
指
摘
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

典
型
、
非
典
型
の
労
働
者
に
関
す
る
伝
統

的
な
差
別
禁
止
の
規
制
を
み
る
と
、
均
等
待

遇
に
は
違
い
が
あ
る
。
非
典
型
の
均
等
待
遇

は
、
労
働
者
の
個
人
的
な
特
徴
、
つ
ま
り
性

別
、
人
種
、
あ
る
い
は
年
齢
な
ど
で
は
な
く

て
、
雇
用
契
約
の
質
に
基
づ
い
て
い
る
。
し

た
が
っ
て
、
人
権
に
関
す
る
議
論
で
は
な
く
、

グ
ロ
ー
バ
ル
化
な
ど
の
議
論
に
基
づ
い
て
い

る
こ
と
が
特
徴
で
あ
る
。

　

有
期
労
働
に
関
す
る
Ｅ
Ｕ
指
令
は
、
差
別

禁
止
を
う
た
っ
て
い
る
け
れ
ど
も
、
も
う
一

つ
、
雇
用
保
護
の
規
制
緩
和
も
う
た
っ
て
い

る
。
つ
ま
り
進
歩
的
な
雇
用
保
護
で
あ
る
。

　

差
別
禁
止
の
原
則
に
関
す
る
Ｅ
Ｕ
指
令
を

ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
で
は
二
〇
〇
二
年
に
国
内
法

化
し
た
。具
体
的
に
は
有
期
雇
用
契
約
、パ
ー

ト
タ
イ
ム
労
働
に
関
す
る
法
規
に
、
Ｅ
Ｕ
指

令
の
規
定
を
盛
り
込
ん
だ
。
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン

で
は
こ
の
ほ
か
、
差
別
禁
止
規
制
と
も
調
和

が
は
か
ら
れ
た
。
そ
の
中
に
は
、
直
接
的
な

差
別
だ
け
で
は
な
く
、
間
接
的
な
差
別
も
含

ま
れ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
Ｅ
Ｕ
指
令
の

要
件
を
上
回
る
規
定
を
盛
り
込
ん
で
い
る
と

い
え
る
。

　

継
続
的
な
有
期
雇
用
の
使
用
、
す
な
わ
ち

乱
用
防
止
に
関
し
て
は
、
既
存
の
雇
用
保
護

法
で
十
分
に
Ｅ
Ｕ
指
令
の
要
件
を
満
た
し
て

い
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。

現
在
の
法
規
制

　

有
期
雇
用
契
約
に
つ
い
て
定
め
て
い
る
雇

用
保
護
法
が
、
二
〇
〇
七
年
に
大
き
く
改
正

さ
れ
た
。
こ
の
改
正
に
は
い
ろ
い
ろ
な
目
的

が
あ
っ
た
が
、
重
要
な
点
は
、
法
規
制
を
簡

素
化
す
る
、
明
確
化
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
。

以
前
は
利
用
可
能
事
由
に
関
す
る
法
的
な
リ

ス
ト
が
多
岐
に
わ
た
り
、
使
用
者
と
し
て
も
、

ま
た
労
働
者
と
し
て
も
、
リ
ス
ト
の
内
容
を

正
確
に
解
釈
し
、
権
利
を
法
廷
で
主
張
す
る

こ
と
が
難
し
か
っ
た
。

　

政
府
に
は
、
有
期
雇
用
契
約
を
活
用
す
る

機
会
を
増
や
し
た
い
と
の
目
的
も
あ
っ
た
よ

う
で
あ
る
。

　

二
〇
〇
七
年
の
改
革
に
よ
っ
て
、
新
し
い

有
期
雇
用
契
約
に
対
す
る
姿
勢
が
打
ち
出
さ

れ
た
。「
一
般
有
期
雇
用
」（
雇
用
保
護
法
五

条
一
項
）
に
関
し
て
は
、
客
観
的
理
由
は
必

要
な
く
な
っ
た
。こ
れ
に
よ
り
使
用
者
は「
一

般
有
期
雇
用
」
を
用
い
、
有
期
契
約
労
働
者

を
何
人
で
も
採
用
で
き
る
こ
と
に
な
っ
た
。

し
た
が
っ
て
、
企
業
の
従
業
員
全
員
を
有
期

契
約
労
働
者
と
す
る
こ
と
も
可
能
に
な
っ
た
。

こ
れ
は
全
く
新
し
い
制
度
で
あ
る
。

　

し
か
し
、
労
働
者
に
雇
用
安
定
を
提
供
す

る
た
め
に
、
期
間
の
上
限
を
定
め
た
。
五
年

間
に
合
計
二
年
間
を
超
え
て
同
一
使
用
者
に

有
期
契
約
で
雇
用
さ
れ
た
場
合
は
、
自
動
的

に
無
期
契
約
に
転
化
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。

　

し
か
し
、
こ
の
一
般
的
有
期
雇
用
と
「
臨

時
的
代
替
雇
用
」（
同
五
条
二
項
）
は
通
算
さ

れ
な
い
。
例
え
ば
、
五
年
間
に
二
年
未
満
の

一
般
有
期
雇
用
に
二
年
超
の
臨
時
的
代
替
雇

用
で
計
四
年
間
有
期
雇
用
で
あ
っ
て
も
無
期

雇
用
に
は
転
化
し
な
い
。「
臨
時
的
代
替
雇

用
」
と
は
、
従
業
員
が
一
時
的
に
休
業
し
て

い
る
場
合
や
、
特
定
の
ポ
ス
ト
が
一
時
的
に

空
い
て
い
る
場
合
の
代
替
雇
用
を
意
味
す
る
。

当
該
ポ
ス
ト
を
埋
め
る
無
期
契
約
労
働
者

（
常
用
労
働
者
）
が
い
な
い
場
合
、
有
期
雇

用
契
約
が
認
め
ら
れ
る
。
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
で

は
さ
ま
ざ
ま
な
長
期
休
暇
の
権
利
が
認
め
ら

れ
、
休
暇
期
間
が
長
い
こ
と
も
あ
っ
て
、
こ

の
臨
時
的
代
替
雇
用
の
ニ
ー
ズ
は
高
い
。
労

働
裁
判
所
で
は
、
最
近
こ
の
要
件
を
緩
和
し

て
い
る
。

　

一
般
有
期
雇
用
、
臨
時
的
代
替
雇
用
以
外

に
、
期
間
や
更
新
に
関
す
る
規
制
の
な
い
季

節
雇
用
、
五
七
歳
以
上
の
労
働
者
の
有
期
雇

用
も
定
め
ら
れ
た
。

　

さ
ら
に
試
用
目
的
の
有
期
雇
用
が
定
め
ら

れ
た
（
同
六
条
）。
期
間
は
最
大
六
カ
月
で
あ

る
。
使
用
者
は
、
こ
の
試
用
期
間
中
、
労
働

者
を
自
由
に
解
雇
で
き
る
。
こ
の
解
雇
に
つ

い
て
、
雇
用
保
護
法
上
の
保
護
を
求
め
る
こ



特集―欧州における非正規・有期雇用

Business Labor Trend 2010.6

8ド
イ
ツ
の
有
期
労
働
契
約
の
法
制
度

●
有
期
契
約
の
規
制
と
活
用
の
混
合
モ
デ
ル
●

ゲ
ー
テ
大
学
教
授　

ベ
ル
ン
ト
・
バ
ー
ス　

有
期
雇
用
契
約
は
一
四
・
六
％

　

最
初
に
統
計
数
字
を
紹
介
す
る
が
、
特
別

に
目
新
し
い
事
態
が
ド
イ
ツ
で
起
き
て
い

る
わ
け
で
は
な
い
。
有
期
労
働
契
約
は
増
え

続
け
て
い
る
。
そ
し
て
非
正
規
雇
用
が
増

え
て
い
る
。
二
〇
〇
八
年
の
統
計
に
よ
れ

ば
、
雇
用
者
の
う
ち
フ
ル
タ
イ
ム
の
割
合
は

七
四
・
四
％
、
パ
ー
ト
タ
イ
ム
は
二
五
・
六
％
。

雇
用
契
約
全
体
の
中
で
無
期
雇
用
契
約
は

八
五
・
四
％
、
有
期
労
働
契
約
は
一
四
・
六
％

と
な
っ
て
い
る
。

　

ド
イ
ツ
の
有
期
労
働
契
約
は
Ｏ
Ｅ
Ｃ
Ｄ
加

盟
国
の
平
均
（
一
五
・
四
％
）
を
下
回
っ
て

い
る
が
、
ア
メ
リ
カ
（
四
・
二
％
）
や
イ
ギ

リ
ス
（
五
・
三
％
）
よ
り
は
多
い
。
こ
こ
に

は
国
に
よ
る
雇
用
保
護
の
違
い
が
反
映
さ
れ

て
い
る
。
ド
イ
ツ
で
は
解
雇
規
制
と
有
期
労

働
契
約
の
間
に
強
い
関
係
性
が
み
ら
れ
る
。

　

日
本
で
は
、
非
典
型
雇
用
が
こ
こ
数
年
、

大
き
く
伸
び
て
き
た
よ
う
だ
が
、
ド
イ
ツ
で

も
有
期
契
約
労
働
者
は
九
六
年
に
四
％
で

あ
っ
た
が
、
二
〇
〇
六
年
に
は
六
％
ま
で
増

え
て
い
る
。

有
期
契
約
の
歴
史
的
経
緯

　

ド
イ
ツ
に
お
い
て
有
期
労
働
契
約
に
関
す

る
唯
一
の
制
定
法
は
長
年
、
民
法
六
二
〇
条

で
あ
っ
た
。
同
法
で
は
雇
用
契
約
が
終
了
す

る
の
は
、
契
約
の
当
事
者
が
取
り
決
め
た

期
間
が
終
了
し
た
場
合
と
定
め
て
い
る
。
立

法
機
関
は
長
年
、
有
期
労
働
契
約
は
民
法

と
は
で
き
な
い
。
し
か
し
、
こ
の
場
合
も
集

団
的
労
使
関
係
上
の
権
利
は
尊
重
さ
れ
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

　

情
報
に
関
す
る
権
利
も
定
め
ら
れ
た
。
例

え
ば
有
期
契
約
が
直
近
の
三
年
間
に
一
二
カ

月
以
上
と
な
っ
た
場
合
、
使
用
者
は
、
終
了

の
一
カ
月
前
に
予
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

そ
し
て
当
該
労
働
者
が
正
規
の
資
格
を
有
し

て
い
る
場
合
に
は
、
再
雇
用
の
優
先
権
が
認

め
ら
れ
て
い
る
。

　

有
期
雇
用
を
め
ぐ
る
紛
争
の
多
く
は
労
使

交
渉
に
よ
っ
て
解
決
さ
れ
る
が
、
解
決
で
き

な
い
場
合
は
、労
働
裁
判
所
の
司
法
審
査（
原

則
一
審
制
）
に
委
ね
る
こ
と
に
な
る
。
毎
年

二
〇
〇
か
ら
二
五
〇
件
ほ
ど
の
案
件
が
裁
判

所
で
争
わ
れ
る
。
雇
用
保
護
法
に
関
連
す
る

労
働
紛
争
で
、
有
期
契
約
が
最
終
的
に
無
期

契
約
に
自
動
転
化
し
た
場
合
に
は
、
懲
罰
的

損
害
賠
償
も
認
め
ら
れ
う
る
。
し
か
し
、
無

期
契
約
へ
の
転
化
に
使
用
者
が
従
わ
な
い
場

合
の
サ
ン
ク
シ
ョ
ン
は
、
無
期
契
約
の
強
制

で
は
な
く
損
害
賠
償
に
と
ど
ま
る
。

現
在
の
法
規
制
に
労
組
は
反
対

　

現
在
、
労
働
組
合
は
、
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
の

有
期
雇
用
に
関
す
る
Ｅ
Ｕ
指
令
の
実
施
に
つ

い
て
抗
議
し
て
い
る
。
Ｅ
Ｕ
理
事
会
に
対
し

て
、
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
の
二
〇
〇
七
年
の
雇
用

保
護
法
改
正
は
、
Ｅ
Ｕ
指
令
に
従
っ
た
実
施

で
は
な
い
と
異
議
申
し
立
て
を
す
る
と
と
も

に
、
欧
州
議
会
に
対
し
て
も
プ
レ
ッ
シ
ャ
ー

を
か
け
て
い
る
。

　

差
別
禁
止
に
関
し
て
も
議
論
が
あ
る
。
こ

れ
ま
で
の
と
こ
ろ
、
差
別
が
あ
る
と
の
主
張

が
認
め
ら
れ
た
ケ
ー
ス
は
な
い
。
こ
の
背
景

に
は
、
比
較
可
能
な
労
働
者
の
特
定
が
難
し

く
、
さ
ら
に
有
期
雇
用
で
あ
る
こ
と
で
差
別

さ
れ
て
い
る
の
か
否
か
を
実
証
す
る
こ
と
が

難
し
い
と
い
う
問
題
点
が
あ
る
。

　

現
時
点
で
二
〇
〇
七
年
の
雇
用
保
護
法
改

正
の
効
果
を
評
価
す
る
の
は
、
時
期
尚
早
で

あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
興
味
深
い
の
は
、

雇
用
保
護
法
の
改
正
が
Ｅ
Ｕ
指
令
に
基
づ
い

て
い
な
い
と
異
議
を
申
し
立
て
て
い
る
の
が
、

組
合
で
あ
る
こ
と
だ
。

　

雇
用
保
護
法
の
改
正
は
あ
っ
た
が
、
そ
の

規
制
の
イ
ン
パ
ク
ト
を
和
ら
げ
る
役
目
を
果

た
す
の
が
団
体
交
渉
で
あ
る
こ
と
は
従
来
と

変
わ
り
な
い
。
労
働
協
約
は
新
し
い
改
正
に

何
ら
影
響
は
受
け
て
い
な
い
。
現
在
の
団
体

交
渉
に
関
す
る
規
則
は
、
七
四
年
の
規
則
と

同
じ
で
あ
る
。

　

た
だ
、
継
続
し
た
有
期
雇
用
契
約
の
上
限

を
定
め
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
、
マ
イ
ナ
ス

の
副
作
用
が
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
と
い
う

の
は
、
上
限
に
近
づ
い
て
く
る
と
雇
用
が
提

案
さ
れ
な
い
こ
と
が
あ
る
か
ら
だ
。

　

い
ず
れ
に
し
て
も
、
今
般
の
ス
ウ
ェ
ー
デ

ン
の
有
期
雇
用
契
約
の
ル
ー
ル
は
、
有
期
雇

用
締
結
規
制
を
緩
和
し
、
一
定
期
間
に
つ
い

て
は
客
観
的
理
由
を
不
要
と
し
て
有
期
契
約

利
用
を
一
般
的
に
認
め
る
一
方
、
有
期
雇
用

が
一
定
期
間
以
上
と
な
っ
た
場
合
に
は
無
期

雇
用
へ
の
転
化
を
認
め
る
こ
と
で
、
フ
レ
キ

シ
キ
ュ
リ
テ
ィ
を
促
進
す
る
と
い
う
考
え
方

を
採
用
し
た
も
の
と
い
え
る
。

〈
プ
ロ
フ
ィ
ー
ル
〉

ミ
ア
・
レ
ン
マ
ー
／
ル
ン
ド
大
学
准
教
授

一
九
九
四
年
法
学
博
士
取
得
、
二
〇
〇
九

年
よ
り
現
職
。
ロ
ン
ド
ン
大
学
Ｌ
Ｓ
Ｅ
、

ケ
ル
ン
大
学
、
欧
州
大
学
院
（
フ
ィ
レ
ン

ツ
ェ
）
で
客
員
研
究
員
。
専
門
分
野
は
、

労
使
関
係
。

最
近
の
著
書
は
、"EU

 industrial 
relations v. national industrial 
re
la
tio

n
s
. C

o
m
p
a
ra
tive

 a
n
d 

interdisciplinary perspectives"

（
共
著
、2

0
0
8

）
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六
二
〇
条
で
定
め
て
い
る
と
し
て
、
意
図
的

に
有
期
契
約
規
制
に
触
れ
ず
、
そ
の
制
限
に

関
し
て
は
、
裁
判
所
の
判
断
に
委
ね
て
き
た
。

　

判
例
と
し
て
は
ラ
イ
ヒ
労
働
裁
判
所
の

一
九
三
〇
年
代
か
ら
の
も
の
が
存
在
す
る
が
、

と
く
に
連
邦
労
働
裁
判
所
の
六
〇
年
の
判
例

が
重
要
視
さ
れ
て
き
た
。
同
判
例
に
よ
る
と
、

有
期
労
働
契
約
が
法
的
に
有
効
性
を
持
つ
の

は
、
解
雇
制
限
法
の
規
定
を
潜
脱
し
な
い
限

り
、
つ
ま
り
客
観
的
理
由
の
存
す
る
限
り
に

お
い
て
で
あ
る
と
さ
れ
た
。

　

客
観
的
な
理
由
の
存
す
る
限
り
と
い
う
原

則
の
も
と
で
、
さ
ま
ざ
ま
な
客
観
的
な
理
由

の
説
明
が
裁
判
所
に
よ
っ
て
要
求
さ
れ
て
き

た
。
そ
し
て
、
判
例
の
蓄
積
に
よ
っ
て
形
成

さ
れ
た
有
期
契
約
を
締
結
で
き
る
客
観
的
理

由
の
リ
ス
ト
が
法
律
に
盛
り
込
ま
れ
る
こ
と

に
な
る
が
、
客
観
的
理
由
が
必
要
と
さ
れ
る

こ
と
が
、
ド
イ
ツ
で
は
原
則
で
あ
っ
た
。

　

し
か
し
、
八
五
年
就
業
促
進
法
で
重
要
な

例
外
が
ド
イ
ツ
の
制
度
に
導
入
さ
れ
た
。
そ

れ
は
短
期
契
約
に
つ
い
て
は
、
法
的
に
客
観

的
理
由
が
な
く
と
も
締
結
で
き
る
と
い
う
も

の
で
あ
る
。
こ
れ
は
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
と
同
様

の
制
度
で
あ
る
。
ド
イ
ツ
の
ほ
う
が
先
に
こ

の
制
度
を
導
入
し
た
。

現
在
の
有
期
契
約
規
制

　

有
期
労
働
契
約
に
関
す
る
法
律
に

は
、
二
〇
〇
〇
年
に
制
定
さ
れ
た

パ
ー
ト
タ
イ
ム
・
有
期
労
働
契
約
法

（T
zB
fG

）
が
あ
る
。
こ
の
法
律
が

現
在
の
有
期
労
働
契
約
の
規
制
の
中

心
で
あ
る
。
パ
ー
ト
タ
イ
ム
、
有
期

雇
用
に
関
す
る
Ｅ
Ｕ
指
令
を
実
施
す

る
国
内
法
で
あ
る
。

　

Ｅ
Ｕ
指
令
に
は
二
つ
の
柱
が
あ
る
。

一
つ
は
、
パ
ー
ト
タ
イ
ム
や
有
期
労

働
契
約
の
労
働
者
の
差
別
に
関
す
る
規
定
だ
。

も
う
一
つ
は
継
続
的
な
有
期
契
約
の
利
用
、

す
な
わ
ち
連
鎖
契
約
の
防
止
で
あ
る
。

　

法
的
な
有
期
契
約
の
定
義
に
つ
い
て
こ
こ

で
は
触
れ
な
い
。
た
だ
、
触
れ
て
お
き
た

い
の
は
、
パ
ー
ト
タ
イ
ム
・
有
期
労
働
契
約

法
が
実
施
さ
れ
た
こ
と
に
よ
り
、
解
雇
制
限

法
の
保
護
と
は
切
り
離
さ
れ
た
と
い
う
こ
と

だ
。
つ
ま
り
、
解
雇
制
限
法
が
適
用
さ
れ
る

か
否
か
に
か
か
わ
ら
ず
、
契
約
を
有
期
と
す

る
こ
と
に
対
す
る
制
約
は
適
用
さ
れ
る
。
当

該
有
期
契
約
労
働
者
が
解
雇
制
限
法
の
保
護

を
得
ら
れ
な
い
と
し
て
も
（
編
集
注
＝
解
雇

制
限
法
の
保
護
は
勤
続
年
数
や
事
業
所
人
員

な
ど
の
適
用
要
件
を
満
た
し
た
場
合
に
限
ら

れ
る
）、
パ
ー
ト
タ
イ
ム
・
有
期
労
働
契
約

法
は
適
用
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

パ
ー
ト
タ
イ
ム
・
有
期
労
働
契
約
法

　

有
期
契
約
に
つ
い
て
の
差
別
禁
止
規
制
に

つ
い
て
は
パ
ー
ト
タ
イ
ム
・
有
期
労
働
契
約

法
四
条
で
規
制
さ
れ
て
い
る
が
、
Ｅ
Ｕ
全
体

に
つ
い
て
の
共
通
し
た
規
制
で
、
す
で
に
他

の
報
告
者
に
よ
っ
て
言
及
さ
れ
た
の
で
省
略

す
る
。
有
期
契
約
を
締
結
す
る
た
め
の
客
観

的
理
由
に
つ
い
て
は
、
パ
ー
ト
タ
イ
ム
・
有

期
労
働
契
約
法
の
第
一
四
条
一
項
が
規
定
し

て
い
る
が
、
こ
れ
は
例
示
列
挙
で
あ
る
。
例

え
ば
、
①
あ
る
特
定
の
労
働
力
の
需
要
が

一
時
的
で
あ
る
②
労
働
者
の
代
替
が
必
要
に

な
っ
た
③
当
該
労
働
者
を
試
用
す
る―

―

な

ど
が
使
用
者
が
有
期
契
約
を
締
結
で
き
る

「
客
観
的
理
由
」
と
し
て
例
示
的
に
規
定
さ

れ
て
い
る
。

　

こ
こ
で｢

あ
る
特
定
の
労
働
力
の
需
要
が

一
時
的
で
あ
る
」
と
定
め
て
い
る
が
、
特
定

の
労
働
力
が
将
来
は
需
要
が
な
く
な
る
こ
と

が
十
分
に
確
実
で
あ
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。

単
な
る
先
行
き
不
透
明
と
い
う
だ
け
で
は
有

期
契
約
締
結
の
理
由
に
な
ら
ず
、
も
っ
と
詳

細
に
説
得
力
の
あ
る
理
由
を
説
明
す
る
必
要

が
あ
る
。

　
「
代
替
雇
用
」
に
つ
い
て
も
注
意
が
必
要

で
あ
る
。
使
用
者
が
何
を
意
図
し
て
い
る
か

を
詳
細
に
み
て
い
か
な
く
て
は
な
ら
な
い
。

例
え
ば
、
産
休
の
た
め
に
一
時
的
に
不
在
に

な
っ
て
い
る
労
働
者
が
お
り
、
そ
の
代
替
と

し
て
労
働
者
を
雇
用
す
る
、
と
の
説
明
だ
け

で
は
、
有
期
契
約
で
代
替
労
働
者
を
雇
用
す

る
理
由
と
な
ら
な
い
。
有
期
労
働
契
約
の
期

間
設
定
に
つ
い
て
の
理
由
も
必
要
と
な
る
。

客
観
的
理
由
な
く
認
め
ら
れ
る
有

期
契
約

　

つ
ぎ
に
パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働
・
有
期
労
働

契
約
法
一
四
条
二
項
の
有
期
契
約
の
「
客
観

的
理
由
な
し
の
期
間
設
定
」
に
関
す
る
規
定

を
説
明
す
る
。
こ
こ
で
は
二
年
を
超
え
な
け

れ
ば
と
の
条
件
付
き
で
、
客
観
的
理
由
が
な

く
と
も
有
期
契
約
は
可
能
だ
と
定
め
て
い
る
。

　

こ
の
二
年
間
の
中
で
少
な
く
と
も
最
大
三

回
は
更
新
が
許
さ
れ
る
。
ま
た
、
使
用
者
に

は
、
契
約
の
更
新
の
み
が
認
め
ら
れ
て
い
る
。

新
し
い
契
約
は
認
め
ら
れ
な
い
。
す
な
わ
ち

契
約
更
新
は
、
同
一
内
容
の
契
約
で
、
連
続

さ
せ
る
必
要
が
あ
る
。
契
約
内
容
が
修
正
さ

れ
た
場
合
、
そ
れ
は
新
し
い
契
約
締
結
で
あ

り
、
契
約
更
新
で
は
な
く
な
っ
て
し
ま
う

た
め
、
本
条
項
に
よ
っ
て
許
容
さ
れ
る
場
合

で
は
な
く
な
る
。
こ
の
た
め
使
用
者
は
し
ば

し
ば
こ
の
更
新
条
項
の
罠
に
陥
っ
て
し
ま
う
。

こ
れ
を
避
け
る
こ
と
は
非
常
に
難
し
い
。
こ

の
条
項
に
違
反
す
る
と
、
有
期
契
約
は
無
期

契
約
に
転
化
す
る
。

　

さ
ら
に
、
接
続
禁
止
条
項
（
当
該
有
期
労

働
契
約
が
そ
の
使
用
者
と
の
初
め
て
の
契
約

で
あ
る
こ
と
の
要
請
）
が
あ
る
。
例
え
ば
当

該
労
働
者
が
二
〇
年
前
に
同
一
使
用
者
に
雇

用
さ
れ
た
経
験
が
あ
れ
ば
、
本
条
項
を
用
い

て
客
観
的
理
由
な
し
に
有
期
労
働
契
約
を
結

ぶ
こ
と
は
で
き
な
い
。

　

幾
つ
か
例
外
も
規
定
し
て
い
る
。
例
え
ば

一
四
条
二
ａ
項
で
は
、
新
設
企
業
に
対
す
る

例
外
を
認
め
て
い
る
。
新
設
企
業
と
し
て
ス

タ
ー
ト
し
て
か
ら
四
年
間
は
、
客
観
的
理

由
が
な
く
と
も
有
期
労
働
契
約
を
締
結
す
る

こ
と
が
可
能
で
あ
る
。
こ
の
規
定
に
よ
っ
て
、

若
い
企
業
家
が
労
働
者
を
採
用
し
や
す
く
し

て
い
る
。
ま
た
、
こ
の
規
定
に
よ
り
三
〜
四

年
後
に
は
雇
用
し
て
い
た
労
働
者
の
雇
い
止

め
を
容
易
に
実
施
で
き
る
。

　

高
齢
者
の
有
期
労
働
契
約
に
関
す
る
規
定

も
あ
る
。
高
齢
者
と
は
五
二
歳
以
上
を
意
味

す
る
が
、
最
長
五
年
間
の
有
期
労
働
契
約
を

締
結
で
き
る
。
た
だ
契
約
の
直
近
に
失
業
し

て
い
た
こ
と
が
条
件
で
あ
る
。
旧
規
定
で
は

高
齢
者
と
は
客
観
的
理
由
な
し
で
有
期
契
約

を
結
ぶ
こ
と
が
可
能
で
あ
っ
た
が
、
Ｅ
Ｕ
指

令
に
抵
触
す
る
と
さ
れ
、
改
正
さ
れ
た
。

　

一
四
条
四
項
は
有
期
労
働
契
約
は
必
ず
書

面
で
行
わ
な
く
て
は
な
ら
な
い
と
規
定
し
て

い
る
。
契
約
そ
の
も
の
に
関
す
る
書
面
が
必

ベルント・バース氏
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要
と
い
う
こ
と
で
は
な
く
、
契
約
期
間
が
設

定
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
書
面
で
残
し
て
お
く

必
要
が
あ
る
。

　

一
五
条
で
は
、
有
期
労
働
契
約
の
終
了
に

つ
い
て
、
事
前
に
決
め
ら
れ
て
い
た
契
約
期

間
が
終
了
し
た
時
点
で
、
自
動
的
に
契
約
が

終
了
す
る
と
規
定
（
一
五
条
一
項
）。
一
五

条
三
項
で
は
、
有
期
雇
用
は
、
双
方
に
よ
っ

て
通
常
の
解
雇
が
合
意
さ
れ
れ
ば
、
契
約
を

終
了
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
し
て
い
る
。
法

律
的
に
は
通
常
の
解
雇
が
起
こ
り
得
る
こ
と

を
想
定
し
て
い
る
。

　

一
五
条
五
項
で
は
、
有
期
契
約
が
合
意
さ

れ
た
期
間
を
超
え
て
継
続
し
た
場
合
に
は
、

使
用
者
が
即
時
に
異
議
を
申
し
立
て
を
し
な

い
限
り
、
自
動
的
に
無
期
契
約
に
移
行
す
る
。

　

一
六
条
で
は
違
法
な
有
期
契
約
の
終
了
に

つ
い
て
定
め
て
い
る
。
期
間
設
定
が
違
法
で

あ
る
場
合
は
、
期
間
設
定
が
違
法
で
あ
る
と

判
明
し
た
時
点
で
、
他
の
条
件
は
そ
の
ま
ま

に
、
自
動
的
に
有
期
契
約
は
無
期
契
約
と
な

る
。

　

も
う
一
つ
重
要
な
条
項
は
一
七
条
（
訴
訟

手
続
）
で
あ
る
。
一
七
条
の
規
定
に
よ
り
、

労
働
者
が
「
こ
の
期
間
設
定
は
無
効
だ
」
と

主
張
す
る
場
合
に
は
、
合
意
さ
れ
た
有
期
契

約
の
終
了
日
か
ら
三
週
間
以
内
に
労
働
裁
判

所
に
提
訴
す
る
必
要
が
あ
る
。
こ
の
期
間
を

過
ぎ
る
と
、
労
働
者
は
裁
判
に
訴
え
る
こ
と

が
で
き
な
い
。
こ
の
規
定
は
解
雇
制
限
法
と

同
様
の
も
の
で
あ
る
。

　

最
後
に
、
有
期
契
約
労
働
者
と
「
共
同
決

定
」
と
の
関
連
に
触
れ
た
い
。
有
期
労
働
者

も
事
業
所
組
織
法
上
の
労
働
者
で
あ
る
。
有

期
労
働
者
も
事
業
所
委
員
会
（
従
業
員
代
表

組
織
、
ワ
ー
ク
・
カ
ウ
ン
シ
ル
）
の
選
挙
権
、

被
選
挙
権
の
両
方
を
持
っ
て
い
る
。
企
業
、

事
業
所
は
、
例
え
ば
臨
時
に
労
働
者
を
採
用

す
る
場
合
、
あ
る
い
は
有
期
契
約
を
延
長
す

る
場
合
に
は
、
そ
の
情
報
を
事
業
所
委
員
会

に
提
供
す
る
義
務
が
あ
る
。

　

有
期
労
働
者
に
は
共
同
決
定
権
も
あ
る
。

使
用
者
は
現
在
、
有
期
労
働
者
が
何
人
い
る

の
か
、
無
期
労
働
者
の
割
合
は
ど
れ
ほ
ど
か

を
事
業
所
委
員
会
に
通
知
す
る
義
務
が
あ
る
。

現
行
の
規
制
に
関
す
る
評
価

　

最
後
に
現
在
の
有
期
労
働
契
約
法
制
の
評

価
に
つ
い
て
述
べ
る
。
ド
イ
ツ
で
は
現
在
、

有
期
労
働
契
約
を
客
観
的
理
由
を
一
方
で
は

要
求
し
、
他
方
で
雇
用
政
策
的
観
点
か
ら
二

年
間
に
つ
い
て
は
要
求
し
な
い
と
い
う
混
合

シ
ス
テ
ム
を
採
用
し
て
い
る
。
混
合
シ
ス
テ

ム
に
は
メ
リ
ッ
ト
、
デ
メ
リ
ッ
ト
の
両
方
が

あ
る
。
こ
れ
を
フ
レ
キ
シ
ュ
キ
ュ
リ
テ
ィ
・

シ
ス
テ
ム
と
呼
ん
で
も
い
い
か
も
し
れ
な
い
。

し
か
し
、
組
合
は
、
現
在
の
混
在
シ
ス
テ
ム

に
満
足
し
て
い
な
い
。
他
方
で
、
現
状
の
よ

う
に
有
期
契
約
の
活
用
に
よ
り
柔
軟
性
を
導

入
す
る
の
で
は
な
く
、
端
的
に
、
解
雇
制
限

法
の
適
用
を
二
年
未
満
の
雇
用
に
つ
い
て
は

緩
和
す
る
と
い
う
考
え
方
も
出
て
い
る
。
現

在
の
制
度
は
使
用
者
に
と
っ
て
、
特
に
中
小

企
業
の
使
用
者
に
と
っ
て
過
酷
な
点
が
多
い

と
み
ら
れ
て
い
る
か
ら
だ
。

　

有
期
労
働
契
約
の
規
制
を
す
る
よ
り
は
、

さ
ら
に
重
要
な
問
題
に
対
応
す
る
必
要
が
あ

る
。
重
要
な
問
題
と
は
、
解
雇
制
限
法
自
体

の
充
実
で
あ
る
。

〈
プ
ロ
フ
ィ
ー
ル
〉

ベ
ル
ン
ト
・
バ
ー
ス
／
ゲ
ー
テ
大
学
教
授

テ
ュ
ー
ビ
ン
ゲ
ン
大
学
、
ミ
ュ
ン
ヘ
ン
大

学
に
て
法
学
を
学
び
、
一
九
九
二
年
に
ト

リ
ア
大
学
法
学
博
士
、
二
〇
〇
二
年
に

教
授
資
格
を
取
得
。
同
大
学
の
労
働
法
・

労
使
関
係
研
究
所
で
シ
ニ
ア
・
リ
サ
ー

チ
・
フ
ェ
ロ
ー
（
八
九
〜
〇
三
年
）
を
務

め
た
後
、
ハ
ー
ゲ
ン
大
学
教
授
を
経
て
、

二
〇
〇
九
年
よ
り
現
職
。

著

書

は
、"M

odell H
olland? - 

F
le
xib

ilitä
t u

n
d
 S

ic
h
e
rh
e
it 

im
 
A
rb

e
it

s
re

c
h
t
 
d
e
r 

N
iederlande"

（

共

著
、2

0
0
3

）、

"B
e
s
c
h
ä
ftig

u
n
g
s
c
h
a
n
c
e
n 

älterer A
rbeitnehm

er"

（
共
著
、

2
0
0
3

）
な
ど
多
数
。

フ
ラ
ン
ス
の
有
期
労
働
契
約
の
法
制
度

●
有
期
契
約
の
厳
格
な
利
用
規
制
と
活
用
の
模
索
●

パ
リ
第
一
三
大
学
教
授　

パ
ス
カ
ル
・
ロ
キ
エ
ク　

厳
し
い
規
制
を
徐
々
に
緩
和

　

フ
ラ
ン
ス
は
、
伝
統
的
に
強
力
な
労
働
法

モ
デ
ル
を
採
用
し
て
き
た
。
第
一
に
、
厳
し

い
法
的
措
置
、
介
入
が
あ
る
。
こ
れ
は
使
用

者
と
労
働
者
の
間
の
不
平
等
の
是
正
を
狙
い

と
し
て
い
る
。

　

第
二
に
、
団
体
交
渉
が
強
力
で
あ
る
。
こ

れ
は
労
働
者
保
護
を
さ
ら
に
強
化
す
る
こ
と

を
目
的
と
し
て
い
る
。

　

第
三
に
、
無
期
契
約
に
基
づ
い
た
雇
用
関

係
を
基
本
的
な
考
え
方
と
し
て
い
る
。
無
期

契
約
は
、
労
働
者
に
と
っ
て
、
有
期
契
約
よ

り
も
望
ま
し
い
と
の
考
え
方
に
基
づ
く
。

　

こ
う
し
た
労
働
法
の
厳
格
な
規
制
は
徐
々

に
衰
退
し
つ
つ
あ
る
。
こ
れ
に
は
さ
ま
ざ
ま

な
理
由
が
あ
る
。
第
一
の
理
由
と
し
て
、
企

業
組
織
が
変
わ
っ
て
き
た
こ
と
が
あ
げ
ら
れ

る
。
企
業
は
、
長
期
的
な
雇
用
関
係
を
維
持

す
る
よ
り
、
外
注
、
請
負
、
有
期
労
働
契
約
、

臨
時
雇
用
を
し
ば
し
ば
選
択
す
る
よ
う
に

な
っ
た
。
第
二
の
理
由
と
し
て
、
経
済
の
グ

ロ
ー
バ
ル
化
の
進
展
を
あ
げ
る
こ
と
が
で
き

る
。
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政
府
、
エ
コ
ノ
ミ
ス
ト
の
間
で
は
、
規
制

緩
和
の
正
当
性
を
経
済
的
な
効
率
に
よ
っ
て

説
明
で
き
る
と
の
思
い
込
み
が
あ
る
。
保
護

規
制
、
と
く
に
不
当
解
雇
に
関
す
る
規
制
は
、

非
効
率
で
あ
る
と
み
な
さ
れ
て
い
る
。
そ
し

て
、
個
別
契
約
が
、
制
定
法
に
よ
る
介
入
措

置
よ
り
も
好
ま
れ
て
い
る
。

　

団
体
交
渉
は
、
も
は
や
労
働
者
保
護
を
目

的
と
す
る
の
で
は
な
く
、
企
業
を
組
織
化
す

る
こ
と
の
手
段
と
し
て
使
わ
れ
て
い
る
。
こ

の
結
果
、
団
体
交
渉
に
よ
っ
て
柔
軟
性
が
も

た
ら
さ
れ
て
い
る
。
雇
用
関
係
と
は
、
長
期

的
で
無
期
契
約
に
基
づ
く
も
の
で
あ
る
と
の

考
え
方
に
も
疑
問
が
呈
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ

て
い
る
。

無
期
契
約
の
減
少
理
由

　

無
期
契
約
が
な
ぜ
、
こ
の
よ
う
に
衰
退
し

て
き
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
さ
ま
ざ
ま
な
理
由

が
あ
る
。
最
も
支
配
的
で
興
味
深
い
理
由
は
、

使
用
者
が
あ
る
特
定
の
業
務
の
た
め
だ
け
に

労
働
者
を
採
用
し
、
そ
の
業
務
が
終
了
し
た

ら
契
約
を
終
了
す
る
と
の
考
え
方
を
選
択
す

る
よ
う
に
な
っ
て
き
て
い
る
こ
と
だ
。

　

フ
ラ
ン
ス
の
使
用
者
団
体
は
、
こ
う
し
た

考
え
方
を
強
力
に
推
し
進
め
よ
う
と
し
て
い

る
。
ど
の
よ
う
な
法
的
手
段
を
通
じ
て
、
使

用
者
は
特
定
の
業
務
の
た
め
の
契
約
を
結
ぶ

こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
三
つ
の
方

法
が
可
能
で
あ
る
。

　

第
一
は
、
労
働
法
の
枠
組
み
の
外
で
労
働

力
を
確
保
す
る
方
法
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、

外
注
、
請
負
な
ど
を
活
用
す
る
こ
と
だ
。
多

く
の
企
業
は
主
に
こ
の
手
段
を
活
用
し
て
い

る
。

　

例
え
ば
、
企
業
が
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
・
プ
ロ

グ
ラ
ム
を
作
成
す
る
労
働
者
を
雇
い
た
い
場

合
、
雇
用
契
約
を
結
ば
な
い
で
、
請
負
契
約

を
結
ぶ
わ
け
で
あ
る
。

解
雇
規
制
緩
和
の
提
案

　

他
の
二
つ
の
方
法
は
、
労
働
法
の
枠
組
み

の
中
で
考
え
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。
そ
の
一

つ
は
、
無
期
契
約
の
締
結
で
あ
る
。
例
え
ば
、

企
業
が
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
・
プ
ロ
グ
ラ
マ
ー
を
採

用
す
る
場
合
、
無
期
雇
用
契
約
に
よ
っ
て
採

用
す
る
。
し
か
し
、
そ
こ
に
は
不
当
解
雇
に

関
す
る
法
律
と
い
う
大
き
な
障
壁
が
あ
る
。

　

フ
ラ
ン
ス
で
は
、
労
働
者
保
護
が
日
本
と

同
様
に
手
厚
い
。
不
当
解
雇
に
関
す
る
法
律
、

と
く
に
経
済
的
な
理
由
に
よ
る
解
雇
に
関
し

て
は
、
企
業
が
当
該
労
働
者
を
も
は
や
必
要

と
し
な
い
と
の
理
由
だ
け
で
は
、
契

約
を
終
了
さ
せ
る
こ
と
は
許
さ
れ
な

い
。
も
し
企
業
が
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
・

プ
ロ
グ
ラ
マ
ー
を
無
期
契
約
で
採
用

し
た
場
合
、
プ
ロ
グ
ラ
ム
が
完
成
し

た
か
ら
と
い
っ
て
契
約
を
終
了
す
る

こ
と
は
で
き
な
い
。
そ
こ
で
、
こ
の

問
題
を
解
決
す
る
た
め
の
提
案
が
エ

コ
ノ
ミ
ス
ト
か
ら
な
さ
れ
て
い
る
。

　

最
も
急
進
的
な
提
案
は
、
解
雇
の

正
当
な
理
由
と
い
う
要
件
の
廃
止
で

あ
る
。
こ
れ
を
税
制
度
に
置
き
換
え

る
べ
き
だ
と
一
部
の
エ
コ
ノ
ミ
ス
ト
は
提
案

し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
企
業
は
解
雇
し
た

い
と
考
え
る
労
働
者
を
ど
の
よ
う
な
理
由
で

あ
れ
解
雇
で
き
る
。
た
だ
、
当
該
労
働
者
に

対
し
て
金
銭
を
支
払
い
、
さ
ら
に
失
業
者
の

た
め
の
税
金
を
納
め
れ
ば
解
雇
で
き
る
と
の

提
案
で
あ
る
。

　

し
か
し
今
の
と
こ
ろ
、
こ
の
よ
う
な
急
進

的
な
提
案
は
採
用
さ
れ
て
い
な
い
。
フ
ラ
ン

ス
の
裁
判
所
は
、
解
雇
の
正
当
な
理
由
と
い

う
要
件
が
必
要
だ
と
判
断
し
て
い
る
。
こ
の

考
え
方
は
Ｉ
Ｌ
Ｏ
第
一
五
八
号
条
約
に
基
づ

い
て
い
る
。

有
期
雇
用
の
活
用

　

も
う
少
し
穏
や
か
な
提
案
と
し
て
は
、
現

在
の
解
雇
の
正
当
な
理
由
の
リ
ス
ト
に
、
新

し
い
理
由
、
す
な
わ
ち
雇
用
契
約
で
規
定
さ

れ
た
業
務
の
終
了
を
追
加
し
よ
う
と
の
提
案

が
あ
る
。

　

こ
の
提
案
は
あ
る
程
度
、
実
施
に
移
さ
れ

て
い
る
。
す
な
わ
ち
有
期
契
約
の
活
用
で
あ

る
。
無
期
契
約
の
規
制
を
変
更
す
る
こ
と
は
、

フ
ラ
ン
ス
の
場
合
、
非
常
に
難
し
い
。
そ
れ

よ
り
も
、
周
辺
か
ら
攻
め
て
い
く
ほ
う
が
い

い
と
の
提
案
だ
。
無
期
契
約
の
法
律
を
改
正

す
る
よ
り
は
、
有
期
契
約
の
法
律
を
改
正
す

る
ほ
う
が
容
易
だ
と
の
考
え
方
で
あ
る
。

　

実
際
に
、
有
期
労
働
契
約
は
政
府
に
よ
っ

て
、
よ
り
容
易
で
柔
軟
な
ツ
ー
ル
と
し
て
使

わ
れ
て
い
る
。
政
府
は
か
な
り
有
期
労
働
契

約
を
規
制
の
ツ
ー
ル
と
し
て
活
用
し
て
き
て

い
る
。
例
え
ば
ド
イ
ツ
の
よ
う
に
、
高
年
齢

労
働
者
の
た
め
に
使
っ
て
い
る
。
し
か
し
、

有
期
労
働
契
約
の
活
用
の
制
度
化
に
よ
り
、

法
律
の
複
雑
化
が
も
た
ら
さ
れ
て
い
る
。

　

も
ち
ろ
ん
、
使
用
者
が
有
期
労
働
契
約
を

活
用
し
て
、
保
護
的
な
無
期
雇
用
契
約
の
規

定
を
逃
れ
よ
う
と
す
る
危
険
性
は
あ
る
。
こ

う
し
た
問
題
は
他
の
国
で
も
み
ら
れ
る
。

有
期
契
約
の
規
制
手
法

　

フ
ラ
ン
ス
で
は
、
有
期
労
働
契
約
の
規
制

に
二
つ
の
手
法
が
採
ら
れ
て
い
る
。

　

ま
ず
最
初
の
手
法
は
「
形
式
性
」
で
あ
る
。

つ
ま
り
書
面
を
必
要
と
す
る
。
例
え
ば
、
も

し
使
用
者
が
有
能
な
弁
護
士
を
用
い
な
か
っ

た
場
合
、
恐
ら
く
多
く
の
「
形
式
性
」
の
要

件
を
満
た
す
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。
こ
の
場

合
、
使
用
者
は
雇
用
契
約
を
有
期
で
は
無
期

に
し
な
く
て
は
な
ら
な
く
な
る
。

　

二
つ
目
の
手
法
は
、
有
期
契
約
に
関
す
る

正
当
化
の
要
件
で
あ
る
。
フ
ラ
ン
ス
の
場
合

に
は
、
雇
用
契
約
に
関
し
て
一
般
原
則
と
五
つ

の
有
期
契
約
締
結
を
許
容
す
る
理
由
が
あ
る
。

　

一
般
原
則
と
は
、
恒
常
的
な
業
務
に
関
し

て
有
期
契
約
を
結
ん
で
は
な
ら
な
い
こ
と
で

あ
る
。
す
な
わ
ち
、
一
時
的
な
業
務
に
関
し

て
の
み
有
期
労
働
契
約
を
結
ぶ
こ
と
が
で
き

る
。

パスカル・ロキエク氏
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有
期
契
約
締
結
を
許
容
す
る
理
由
の
第
一

は
労
働
者
の
代
替
で
あ
る
。
第
二
は
企
業
活

動
が
拡
大
し
た
と
の
理
由
。
第
三
は
季
節
的

な
労
働
が
増
え
た
と
い
う
理
由
。
例
え
ば
、

冬
に
ス
キ
ー
リ
ゾ
ー
ト
で
仕
事
が
増
え
、
そ

れ
に
対
応
す
る
た
め
に
労
働
者
が
必
要
に

な
っ
た
と
の
理
由
で
あ
る
。
第
四
は
セ
ク

タ
ー
契
約
、
慣
行
的
有
期
契
約
と
い
わ
れ
る

も
の
だ
。
つ
ま
り
、
有
期
契
約
と
い
う
の
は
、

特
定
の
セ
ク
タ
ー
、
特
定
の
分
野
に
お
い
て

は
、
例
え
ば
レ
ス
ト
ラ
ン
、
あ
る
い
は
プ
ロ

の
フ
ッ
ト
ボ
ー
ル
選
手
、
サ
ッ
カ
ー
選
手
な

ど
で
は
、
有
期
契
約
を
締
結
す
る
明
確
な
理

由
が
慣
行
的
に
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。

第
五
は
福
祉
や
介
護
の
分
野
で
あ
る
。

　

前
記
の
規
定
に
し
た
が
う
と
、
通
常
の
業

務
に
関
し
て
は
有
期
契
約
を
結
ぶ
こ
と
は
で

き
な
い
。
例
え
ば
、新
し
い
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
・

プ
ロ
グ
ラ
ム
を
企
業
で
開
発
す
る
た
め
だ
け

に
、
有
期
労
働
契
約
を
結
ぶ
こ
と
は
で
き
な

い
。
基
本
的
に
有
期
契
約
は
、
あ
く
ま
で
も

期
間
が
有
期
で
あ
る
だ
け
で
あ
っ
て
、
決
し

て
業
務
が
決
ま
っ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。

こ
の
定
義
は
非
常
に
重
要
で
あ
る
。

有
期
契
約
の
新
た
な
展
開

　

で
は
、
フ
ラ
ン
ス
の
法
律
の
下
で
、
前
述

し
た
締
結
理
由
に
適
合
し
な
い
、
特
定
の
業

務
に
関
し
て
有
期
契
約
を
結
ぶ
た
め
に
は
ど

う
す
れ
ば
い
い
の
か
。
現
在
、
何
を
許
容
し

よ
う
と
し
て
い
る
の
か
。
最
近
の
新
た
な
動

き
を
以
下
に
述
べ
る
。

　

ま
ず
、
新
し
い
有
期
契
約
を
結
ぶ
場
合
に

は
、
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
契
約
が
あ
る
。
こ
れ
は

固
定
タ
ス
ク
契
約
と
呼
ん
で
い
い
か
も
し
れ

な
い
。
こ
の
場
合
に
は
、
最
低
で
も
期
間
が

一
八
カ
月
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
そ
し
て
、

三
六
カ
月
を
超
え
て
こ
の
契
約
を
結
ぶ
こ
と

は
で
き
な
い
。
す
な
わ
ち
、
通
常
の
有
期
契

約
の
二
倍
の
長
さ
ま
で
と
な
っ
て
い
る
。
こ

の
業
務
、
タ
ス
ク
が
達
成
さ
れ
る
と
、
そ
の

段
階
で
契
約
は
終
了
す
る
。
こ
の
場
合
、
契

約
終
了
の
二
カ
月
前
ま
で
に
使
用
者
は
労
働

者
に
契
約
終
了
を
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

　

こ
の
契
約
形
態
の
導
入
に
よ
っ
て
、
フ
ラ

ン
ス
の
労
働
市
場
の
枠
組
み
、
構
造
全
体
が

変
わ
る
可
能
性
が
あ
る
。
も
し
、
す
べ
て
の

労
働
者
に
こ
れ
が
適
用
で
き
れ
ば
で
あ
る
け

れ
ど
も
。現
在
の
と
こ
ろ
は
、こ
の
プ
ロ
ジ
ェ

ク
ト
契
約
は
エ
ン
ジ
ニ
ア
と
管
理
職
の
み
が

対
象
と
な
っ
て
い
る
。

　

明
ら
か
に
こ
う
し
た
形
態
の
契
約
は
、
企

業
に
と
っ
て
は
魅
力
的
で
あ
る
。
企
業
に

と
っ
て
、常
用
労
働
者（
無
期
契
約
労
働
者
）

を
抱
え
て
い
る
場
合
に
は
、
例
え
ば
夏
の
時

期
に
仕
事
が
な
か
っ
た
と
し
て
も
賃
金
を
支

払
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
、
こ
の

プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
契
約
を
使
え
ば
、
労
働
者
を

雇
っ
て
、
特
定
の
タ
ス
ク
に
割
り
振
り
、
特

定
の
タ
ス
ク
が
終
わ
れ
ば
、
当
該
労
働
者
は

失
業
す
る
、
ま
た
新
し
い
タ
ス
ク
が
始
ま
れ

ば
、
ま
た
労
働
者
を
雇
う
こ
と
に
な
る
。
タ

ス
ク
と
タ
ス
ク
の
間
に
は
あ
る
程
度
の
ク
ー

リ
ン
グ
期
間
が
必
要
と
な
る
。

　

プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
契
約
は
、
労
働
法
の
新
し

い
モ
デ
ル
に
非
常
に
う
ま
く
適
合
し
て
い
る
。

こ
の
労
働
法
モ
デ
ル
が
こ
こ
五
年
間
、
最
も

多
く
議
論
さ
れ
て
い
る
モ
デ
ル
で
あ
る
。

　

こ
の
モ
デ
ル
の
ア
イ
デ
ア
は
、
色
々
な
と

こ
ろ
か
ら
発
展
し
て
き
た
。
現
在
、
フ
ラ
ン

ス
は
失
業
率
が
高
い
こ
と
か
ら
、
仕
事
の
本

質
、
有
期
な
の
か
無
期
な
の
か
、
つ
ま
り
労

務
提
供
が
雇
用
契
約
に
よ
る
の
か
、
独
立
し

た
契
約
形
態
に
よ
る
の
か
は
、
も
は
や
重
要

で
は
な
く
な
っ
て
き
て
い
る
こ
と
が
一
つ
の

要
因
で
あ
る
。

労
働
法
は
人
を
焦
点
に

　

現
在
の
労
働
法
は
、
契
約
か
ら
、
人
に
焦

点
を
移
し
て
き
て
い
る
。
法
律
は
労
働
者
を

保
護
す
べ
き
で
あ
っ
て
、
ど
ん
な
契
約
で
あ

ろ
う
が
、
あ
る
い
は
、
契
約
の
有
無
に
か
か

わ
ら
ず
、
法
律
は
労
働
者
を
守
る
必
要
が
あ

る
。

　

こ
の
考
え
方
を
有
期
労
働
契
約
に
あ
て
は

め
る
と
、
有
期
契
約
の
欠
陥
が
み
え
て
く
る
。

つ
ま
り
、
継
続
雇
用
の
不
在
と
い
う
こ
と
、

こ
れ
自
体
は
問
題
で
は
な
く
な
る
。
実
際
に

は
、
ち
ょ
う
ど
終
わ
っ
た
契
約
と
そ
の
次
の

契
約
で
、
ど
の
よ
う
な
移
行
期
間
を
認
め
る

か
に
つ
い
て
今
後
の
立
法
に
際
し
て
考
え
て

い
く
必
要
が
あ
る
。

　

労
働
法
と
社
会
保
障
法
の
方
向
性
は
現
在
、

似
通
っ
て
き
て
い
る
。
こ
れ
が
新
し
い
労
働

法
に
発
展
し
て
い
く
の
で
は
な
い
か
と
考
え

ら
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
労
働
法
の
目
的

が
、
労
働
者
保
護
で
は
な
く
、
労
働
市
場
の

規
制
と
な
る
こ
と
だ
。

　

こ
こ
で
説
明
し
た
フ
ラ
ン
ス
の
雇
用
関
係

は
、
決
し
て
ユ
ニ
ー
ク
な
も
の
で
は
な
い
。

現
在
で
は
労
働
者
に
と
っ
て
企
業
と
の
繋
が

り
が
不
安
定
に
な
り
、
企
業
と
の
繋
が
り
が

必
ず
し
も
重
要
で
は
な
く
な
っ
て
き
て
い
る
。

労
働
者
が
生
き
て
い
く
上
で
、
仕
事
が
で
き

る
こ
と
と
、
生
活
を
送
る
の
に
十
分
な
収
入

が
あ
る
こ
と
を
、
法
律
で
担
保
す
る
こ
と
が

重
要
で
あ
る
。

　

た
だ
、
こ
う
し
た
雇
用
関
係
に
は
注
意
が

必
要
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
人
間
の
尊
厳

の
た
め
に
仕
事
は
必
要
で
あ
る
。
有
期
契
約

の
よ
う
な
不
安
定
な
仕
事
は
、
人
間
の
尊
厳

を
満
た
す
に
は
十
分
で
は
な
い
と
少
な
く
と

も
私
は
考
え
て
い
る
。

〈
プ
ロ
フ
ィ
ー
ル
〉

パ
ス
カ
ル
・
ロ
キ
エ
ク
／
パ
リ
第
一
三
大

学
教
授

一
九
九
六
年
パ
リ
第
一
〇
大
学
修
士
課
程

修
了
後
、
エ
セ
ッ
ク
ス
大
学
に
て
法
学
修

士
（
Ｅ
Ｃ
法
）、
九
八
年
に
パ
リ
第
一
〇

大
学
で
博
士
号
取
得
。
同
大
学
法
学
部
准

教
授
を
経
て
、
現
職
。

著
書
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、"D
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e
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c
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e
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r
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0
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）
な
ど
。
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有
期
契
約
の
二
つ
の
問
題

　

有
期
契
約
の
問
題
は
大
き
く
は
二
つ
あ
る
。

　

一
つ
は
、
無
期
契
約
労
働
者
と
比
較
し
て

労
働
条
件
が
悪
い
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
た
め

Ｅ
Ｕ
指
令
で
は
有
期
契
約
労
働
者
と
無
期
契

約
労
働
者
の
差
別
を
禁
止
す
る
法
政
策
が
と

ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
従
い
、
報
告
い
た
だ

い
た
四
カ
国
で
は
共
通
し
て
差
別
禁
止
規
制

が
採
用
さ
れ
て
い
る
。

　

二
つ
目
の
有
期
契
約
の
問
題
は
、
雇
用
が

不
安
定
で
あ
る
こ
と
だ
。
有
期
契
約
は
、
期

間
満
了
に
よ
っ
て
自
動
的
に
終
了
す
る
の
で
、

解
雇
規
制
が
直
接
的
に
は
適
用
さ
れ
な
い
問

題
が
あ
る
。

　

各
国
と
も
に
有
期
契
約
の
問
題
が
生
じ
て

き
た
の
は
、
各
国
が
無
期
契
約
の
解
雇
規
制

を
導
入
し
た
と
き
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
解

雇
規
制
を
免
れ
る
た
め
に
有
期
契
約
を
利
用

し
て
い
い
の
だ
ろ
う
か
、
と
の
疑
問
が
提
起

さ
れ
た
。

利
用
制
限
か
ら
無
期
転
化
を
用
意

し
た
活
用
へ

　

ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
も
ド
イ
ツ
も
そ
う
だ
が
、

多
く
の
国
で
、
最
初
は
無
期
契
約
原
則
、
雇

用
契
約
は
無
期
で
あ
る
べ
き
だ
と
の
原
則
が

採
用
さ
れ
た
。
し
か
し
、そ
の
後
、ス
ウ
ェ
ー

デ
ン
で
も
ド
イ
ツ
で
も
、
有
期
契
約
利
用
を

制
限
し
た
結
果
、
労
働
市
場
が
硬
直
化
し
、

高
い
失
業
率
が
も
た
ら
さ
れ
た
。
そ
こ
で
、

有
期
契
約
に
客
観
的
理
由
を
要
求
す
る
と
い

う
入
口
規
制
は
緩
和
さ
れ
、
二
年
間
に
つ
い

て
は
客
観
的
な
理
由
が
な
く
と
も
使
っ
て
よ

い
と
い
う
方
向
に
変
わ
っ
て
き
て
い
る
。

　

イ
ギ
リ
ス
で
は
、
そ
も
そ
も
四
年
間
は
客

観
的
な
理
由
は
必
要
な
く
有
期
契
約
を
使
え

る
と
い
う
状
況
が
報
告
さ
れ
た
。

　

こ
れ
に
対
し
て
、
フ
ラ
ン
ス
は
、
現
在
で

も
有
期
契
約
締
結
に
は
基
本
的
に
は
客
観
的

理
由
が
必
要
だ
と
の
規
制
を
維
持
し
て
い
る
。

し
か
し
フ
ラ
ン
ス
で
は
、
有
期
契
約
を
締
結

で
き
る
客
観
的
理
由
が
、
雇
用
（
失
業
）
対

策
的
考
慮
に
よ
る
有
期
契
約
な
ど
に
拡
大
し

て
き
て
い
る
。

　

Ｏ
Ｅ
Ｃ
Ｄ
の
発
表
し
た
統
計
に
よ
る
各
国

の
パ
ー
マ
ネ
ン
ト
な
労
働
者
と
テ
ン
ポ
ラ

リ
ー
な
労
働
者
（
こ
こ
で
い
う
テ
ン
ポ
ラ

リ
ー
は
主
と
し
て
有
期
契
約
労
働
者
と
考
え

て
よ
い
）
の
割
合
は
、
お
も
し
ろ
い
こ
と
に
、

比
較
的
解
雇
規
制
の
弱
い
イ
ギ
リ
ス
が
二
〇

〇
八
年
に
は
五
・
三
％
と
低
く
、
こ
れ
に
対

コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
ー
の
と
り
ま
と
め

●
欧
州
各
国
は
有
期
契
約
の
制
限
か
ら
、
保
護
と
活
用
の
方
向
へ
●

東
京
大
学
教
授　

荒
木
尚
志　

し
て
ド
イ
ツ
や
フ
ラ
ン
ス
、
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン

で
は
、
む
し
ろ
有
期
契
約
の
比
率
が
高
く

な
っ
て
い
る
。（
表
参
照
）

　

フ
ラ
ン
ス
は
有
期
契
約
を
厳
し
く
制
限
し

て
い
る
こ
と
か
ら
、
立
法
者
の
予
想
ど
お
り

に
有
期
契
約
が
減
少
し
無
期
契
約
が
増
加
す

る
状
況
に
な
っ
て
い
る
か
と
い
え
ば
、
ど
う

も
そ
う
で
は
な
い
。
経
営
者
側
に
と
っ
て
、

無
期
契
約
で
雇
う
こ
と
と
比
較
す
れ
ば
、
必

要
性
が
あ
れ
ば
弁
護
士
を
使
っ
て
で
も
厳
し

い
規
制
の
中
で
有
期
契
約
を
使
う
イ
ン
セ
ン

テ
ィ
ブ
が
あ
る
の
か
も
し
れ
な
い
。

　

要
す
る
に
、
有
期
契
約
の
規
制
は
、
無
期

契
約
の
解
雇
規
制
の
レ
ベ
ル
と
の
相
関
で
決

ま
っ
て
く
る
。
し
た
が
っ
て
、
有
期
契
約
の

規
制
だ
け
を
論
じ
て
も
、
そ
の
規
制
が
ど
の

よ
う
な
効
果
を
生
む
か
は
、
簡
単
に
は
結
論

を
出
せ
な
い
と
い
う
気
が
す
る
。

濫
用
は
規
制

　

も
う
一
点
、
で
は
、
有
期
契
約
を
安
易
に

使
っ
て
よ
い
か
と
い
え
ば
、
各
国
と
も
濫
用

的
利
用
に
つ
い
て
は
規
制
を
行
っ
て
い
る
。

す
な
わ
ち
、
イ
ギ
リ
ス
で
は
四
年
間
、
ス

ウ
ェ
ー
デ
ン
で
は
二
年
間
、
ド
イ
ツ
で
も
二

年
間
以
上
継
続
す
る
場
合
に
は
、
無
期
契
約

へ
転
化
す
る
効
果
を
与
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

有
期
契
約
か
ら
無
期
契
約
へ
の
移
行
を
奨
励

し
て
い
る
。

　

こ
の
よ
う
に
み
て
い
く
と
、
有
期
契
約
は
、

確
か
に
不
安
定
で
、
労
働
条
件
が
悪
い
こ
と

か
ら
、
各
国
と
も
こ
れ
を
規
制
す
る
と
こ
ろ

か
ら
始
ま
っ
た
。
し
か
し
、
現
在
で
は
、
各

国
と
も
有
期
契
約
に
対
し
て
新
し
い
見
方
を

始
め
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、

失
業
率
が
高
止
ま
り
す
る
中
で
、
失
業
状
態

か
ら
安
定
雇
用
へ
移
行
す
る
過
渡
的
な
形
態

と
し
て
、
有
期
契
約
を
活
用
す
る
必
要
性
が

認
識
さ
れ
て
き
て
い
る
と
の
印
象
を
持
っ
た
。

　

こ
の
よ
う
に
、
各
国
の
労
働
市
場
の
中
で
、

有
期
契
約
に
は
さ
ま
ざ
ま
な
機
能
が
あ
る
。

こ
う
し
た
有
期
契
約
の
多
様
な
側
面
を
踏
ま

え
て
政
策
論
も
考
え
て
い
く
必
要
が
あ
ろ
う
。

表　テンポラリー労働者の割合
（％）

国 1995年 2000年 2003年 2004年 2005年 2006年 2007年 2008年

日本 10.5 12.5 13.8 13.9 14.0 14.2 13.9 13.9 

イギリス 7.0 6.7 5.9 5.7 5.5 5.6 5.8 5.3 

ドイツ 10.4 12.7 12.2 12.4 13.7 14.1 14.2 14.6 

フランス 12.3 15.5 13.4 13.0 13.3 13.4 13.7 14.2 

スウェーデン － 15.2 14.7 15.1 15.8 16.8 17.5 16.1 

EU-15 11.6 13.5 13.1 13.5 14.1 14.6 14.7 14.5 

資料出所：OECD database "Employment by permanency of the job"
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荒
木
尚
志
／
東
京
大
学
教
授
、
Ｊ
Ｉ
Ｌ
Ｐ

Ｔ
特
別
研
究
員

一
九
八
五
年
東
京
大
学
大
学
院
法
学
政
治

学
研
究
科
修
士
課
程
修
了
後
、
同
大
学
法

学
部
助
教
授
を
経
て
、
二
〇
〇
一
年
よ
り

現
職
。
法
学
博
士
。
東
京
都
労
働
委
員
会

公
益
委
員
な
ど
を
兼
務
。

最
近
の
著
書
は
、『
雇
用
社
会
の
法
と
経

済
』（
共
編
著
、
有
斐
閣
、
二
〇
〇
八
）、『
労

働
法
』（
有
斐
閣
、
二
〇
〇
九
）
な
ど
。

荒木尚志氏


